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不動産競売物件情報�
　下記物件について，現在，競売事件が進行中でありますので，買受希望者等の情報を鹿児島

県信用保証協会管理部までお寄せ下さいますようお願いいたします。                                                            

種 類 �

裁 判 所 �

入 札 期 間 �

開 札 期 日 �

特別売却期間�

売却基準価額�

鹿児島市西陵七丁目3380番352　他�

�
宅地 計　 420.38　㎡�
居宅・車庫・倉庫・事務所 計　 413.19　㎡�

鹿児島地方裁判所�

平成22年９月15日　～　平成22年９月29日�

平成22年10月６日�

平成22年10月７日　～　平成22年10月20日�

25,510,000円�

事件番号�

買受可能価額�

平成22年(ケ)第45号�

20,408,000円�

所 在 �

【鹿児島市】�

物 件 １ �

種 類 �

裁 判 所 �

入 札 期 間 �

開 札 期 日 �

特別売却期間�

売却基準価額�

鹿児島市喜入町8234番１　他�

�
雑種地(一部宅地・原野)・宅地 計 　6432.33　㎡�
事務所・車庫・倉庫 計　   804.44　㎡�

鹿児島地方裁判所�

平成22年９月15日　～　平成22年９月29日�

平成22年10月６日�

平成22年10月７日　～　平成22年10月20日�

18,980,000円�

事件番号�

買受可能価額�

平成22年(ケ)第28号�

15,184,000円�

所 在 �

【鹿児島市】�

物 件 ２ �

お知らせ１�

【お問い合わせ先】　鹿児島県信用保証協会　管理部（担当　物件１：鎌田，物件２：鎌田）�
電話番号　０９９－２２３－０２７２�

《留意点》本月報掲載後の事件取り下げ等により，買受できない場合もあります。�
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（単位：件・千円・％）�

今月の保証状況（平成22年７月）�

保 証 承 諾 �

保証債務残高�

代 位 弁 済 �

当　月　中�

件　数�

611

―�

43

金　額�

6,909,170

―�

293,145

前年比�

73.4

―�

68.9

当　月　末�

件　数�

2,325

23,956

141

金　額�

26,176,027

204,369,546

1,085,114

前年比�

69.9
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統　計　資　料�

平成22年７月分�

１ 事　業　概　況�

件　数�

―�

721

0

81

―�

―�

―�

611

8

582

43

―�

―�

―�

43

―�

43

5

―�

金　　額�

―�

9,108,180

0

1,176,850

838,230

―�

―�

6,909,170

323,000

6,035,670

290,453

―�

―�

―�

290,453

2,691

293,145

116,664

―�

前　年　比�

件　数�

―�

78.8

―�

75.7

―�

―�

―�

73.9

47.1

98.5

86.0

―�

―�

―�

86.0

―�

86.0

166.7

―�

金　額�

―�

74.7

―�

78.7

72.0

―�

―�

73.4

176.9

99.1

69.2

―�

―�

―�

69.2

49.0

68.9

276.2

―�

―� ―� ―� ―�

項　　　　目�

申
　
込�
拒 絶 �

申 込 取 消 �

査 定 減 額 �

調 査 中 �

承
　
諾�

保 証 後 取 消 �

償 還 �

代位弁済（元金）�

貸 付 報 告 未 着 �

保 証 債 務 残 高 �

代

位

弁

済

�回 収 �

償 却 �

求 償 権 残 高 �

期 首 繰 越 �

本 年 度 中 �

期 首 繰 越 �

本 年 度 中 �

期 首 繰 越 �

本

年

度

中

�

元 金 �

利 息 �

計�

当　　　月　　　末�

件　数�

147

2,667

0

273

―�

216

24,432

2,325

38

2,351

141

271

23,956

574

141

―�

141

11

―�

704

金　　額�

2,197,200

34,151,384

0

3,907,117

3,312,990

2,952,450

209,310,226

26,176,027

872,550

25,498,308

1,074,280

3,671,570

204,369,546

1,840,646

1,074,280

10,835

1,085,114

145,299

―�

2,780,461

前　年　比�

件　数�

36.7

74.8

―�

75.6

―�

75.0

103.9

70.1

65.5

97.4

89.2

83.6

100.4

72.5

89.2

―�

89.2

57.9

―�

75.6

金　額�

28.7

73.7

―�

72.3

49.0

67.7

107.7

69.9

138.3

107.2

104.6

90.7

101.0

74.5

104.6

89.8

104.5

138.3

―�

81.7

当　　　月　　　中�

（単位：件・千円・％）�
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２　保　証　状　況（22年７月分）�
� 金融機関別保証状況� （単位：件・千円・％）�

鹿 児 島 銀 行�

保　　証　　承　　諾�

当　　月　　中�

件数�

149

金　額�

2,003,000

前年比�

63.5

当月末（22/４～22/７）�

件数�

575

金　額（A）�

6,809,990

前年比�

60.9

保　証　債　務　残　高�

当　　月　　末�

件数�

7,292

金　額�

67,566,303

前年比�

97.3

構成比�

33.1

代　　位　　弁　　済�

当月末（22/４～22/７）�

件数�

23

金　額（B）�

134,955

前年比�

49.1

構成比�

12.4

B/A

2.0

宮 崎 銀 行� 3 19,000 18.0 18 342,500 37.1 218 3,275,902 111.8 1.6 1 21,122 655.7 1.9 6.2

肥 後 銀 行� 0 0 ―� 0 0 ―� 9 105,297 65.2 0.1 0 0 ―� 0.0 ―�

福 岡 銀 行� 1 12,000 ―� 1 12,000 5.4 10 303,321 65.0 0.1 0 0 ―� 0.0 0.0

西日本シティ銀行� 2 22,400 149.3 5 50,400 30.7 33 466,907 80.9 0.2 0 0 ―� 0.0 ―�

地 方 銀 行 計� 155 2,056,400 62.8 599 7,214,890 57.5 7,562 71,717,730 97.4 35.1 24 156,077 44.5 14.4 2.2

み ず ほ 銀 行� 2 65,000 50.0 3 95,000 27.7 24 718,760 87.8 0.4 0 0 ―� 0.0 ―�

三 井 住 友銀行�

0 0 ―� 5 282,000 235.0 35 1,204,060 240.1 0.6 0 0 ―� 0.0 ―�三菱東京ＵＦＪ銀行�

1 46,000 131.4 9 466,000 147.3 65 2,344,230 133.5 1.1 0 0 ―� 0.0 ―�

都 市 銀 行 計� 3 111,000 51.6 17 843,000 108.2 124 4,267,050 138.7 2.1 0 0 ―� 0.0 ―�

三菱ＵＦＪ信託銀行� 0 0 ―� 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�

みずほ信託銀行� 0 0 ―� 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�

信 託 銀 行 計� 0 0 ―� 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�

南 日 本 銀 行� 130 1,466,700 66.8 510 5,829,160 70.8 5,660 47,141,969 100.9 23.1 52 443,641 147.7 40.9 7.6

宮 崎 太 陽銀行� 5 46,100 111.9 29 234,900 109.6 244 1,687,124 111.7 0.8 1 1,417 ―� 0.1 ―�

熊本ファミリー銀行� 8 168,000 140.6 27 476,800 107.0 218 2,585,486 105.3 1.3 0 0 ―� 0.0 ―�

第二地方銀行計� 143 1,680,800 71.4 566 6,540,860 73.6 6,122 51,414,578 101.4 25.2 53 445,058 142.0 41.0 6.8

鹿児島相互信用金庫� 136 1,560,900 97.8 514 6,040,019 80.8 4,384 34,728,183 102.4 17.0 32 191,884 170.4 17.7 3.2

鹿児島信用金庫� 112 1,137,500 108.3 411 4,195,473 105.0 3,486 27,059,301 101.2 13.2 18 241,521 129.2 22.3 5.8

奄美大島信用金庫� 8 32,400 19.4 19 90,400 9.3 285 2,129,679 111.4 1.0 0 0 ―� 0.0 ―�

信 金 中 央金庫� 0 0 ―� 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�

信 用 金 庫 計� 256 2,730,800 97.0 944 10,325,892 83.0 8,155 63,917,163 102.2 31.3 50 433,405 141.8 39.9 4.2

鹿児島興業信用組合� 49 301,170 63.4 178 1,038,985 65.8 1,738 8,245,521 101.2 4.0 13 49,246 71.3 4.5 4.7

奄 美 信 用組合� 4 26,000 19.2 17 94,400 26.3 106 962,429 264.2 0.5 1 1,328 ―� 0.1 1.4

鹿児島県医師信用組合� 0 0 ―� 1 30,000 500.0 12 147,253 129.8 0.1 0 0 ―� 0.0 ―�

全国信用組合連合会� 0 0 ―� 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�

信 用 組 合 計� 53 327,170 53.6 196 1,163,385 59.8 1,856 9,355,203 108.5 4.6 14 50,574 73.2 4.7 4.3

商工組合中央金庫� 1 3,000 2.0 3 88,000 10.2 136 3,694,922 99.8 1.8 0 0 ―� 0.0 ―�

日本政策金融公庫� 0 0 ―� 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�

農 林 中 央金庫� 0 0 ―� 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�

日本政策投資銀行� 0 0 ―� 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�

政府系金融機関計� 1 3,000 2.0 3 88,000 10.2 136 3,694,922 99.8 1.8 0 0 ―� 0.0 ―�

九州労働金庫� 0 0 ―� 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�

小 計� 0 0 ―� 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�
鹿児島県信用農業�
協 同 組 合 連 合 会� 0 0 ―� 0 0 ―� 1 2,900 70.7 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�

小 計� 0 0 ―� 0 0 ―� 1 2,900 70.7 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�

住友生命保険� 0 0 ―� 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�

日新火災海上保険� 0 0 ―� 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�

損害保険ジャパン� 0 0 ―� 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�

保 険 会 社 計� 0 0 ―� 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�

整理回収機構� 0 0 ―� 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�

小 計� 0 0 ―� 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0 ―�

合 計� 611 6,909,170 73.4 2,325 26,176,027 69.9 23,956 204,369,546 101.0 100.0 141 1,085,114 104.5 100.0 4.1

金 融 機 関�
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鹿 児 島 市�

保　　証　　承　　諾�

当　　月　　中�

件数�

272

金　額�

3,387,550

当月末（22/４～22/７）�

件数�

1,077

金　額�

13,061,608

前年比�

73.8

保　証　債　務　残　高�

当　　月　　末�

件数�

10,907

金　額�

100,878,728

前年比�

101.0

構成比�

49.4

代　　位　　弁　　済�

当月末（22/４～22/７）�

件数�

68

金　額�

567,254

前年比�

96.5

構成比�

52.3

薩 摩 川 内 市� 41 403,000 110 1,019,500 74.3 1,057 8,414,222 100.8 4.1 7 39,158 51.0 3.6

鹿 屋 市� 19 128,900 91 1,089,600 60.8 1,138 8,927,885 100.3 4.4 8 52,461 76.3 4.8

枕 崎 市� 3 56,000 31 323,300 77.1 439 4,357,778 92.8 2.1 1 569 34.6 0.1

い ち き 串 木 野 市� 11 114,950 38 456,610 60.5 364 2,833,839 90.6 1.4 0 0 ―� 0.0

阿 久 根 市� 9 83,500 32 283,000 55.2 389 3,071,055 102.9 1.5 1 4,024 323.7 0.4

出 水 市� 36 276,800 99 841,880 60.0 962 7,731,280 107.7 3.8 2 10,692 59.1 1.0

伊 佐 市� 7 39,500 27 227,700 64.9 329 2,157,831 92.9 1.1 4 30,308 131.8 2.8

指 宿 市� 11 84,000 51 516,860 42.1 587 5,114,162 99.6 2.5 2 15,449 142.3 1.4

南 さ つ ま 市� 13 255,100 43 589,500 120.3 439 3,403,943 87.9 1.7 8 81,018 327.8 7.5

霧 島 市� 44 442,400 168 1,896,220 85.5 1,540 13,303,976 103.4 6.5 14 71,637 115.8 6.6

姶 良 市� 19 235,000 73 927,017 90.2 911 6,134,137 95.6 3.0 11 75,159 147.2 6.9

垂 水 市� 9 115,500 30 385,000 114.6 261 1,920,314 87.5 0.9 0 0 ―� 0.0

日 置 市� 15 115,000 74 599,738 85.5 712 5,488,585 104.4 2.7 3 9,403 63.9 0.9

曽 於 市� 11 97,370 45 418,350 100.9 375 2,937,010 100.2 1.4 3 9,706 ―� 0.9

志 布 志 市� 8 64,300 31 210,350 45.6 384 2,463,816 105.1 1.2 0 0 ―� 0.0

南 九 州 市� 11 124,000 38 405,150 55.3 537 3,764,407 98.6 1.8 0 0 ―� 0.0

西 之 表 市� 9 89,300 35 298,400 99.6 286 1,833,289 96.1 0.9 5 76,573 798.3 7.1

奄 美 市� 10 95,700 26 285,500 31.0 296 2,641,962 116.5 1.3 0 0 ―� 0.0

市 部 計� 558 6,207,870 2,119 23,835,283 72.0 21,913 187,378,219 100.5 91.7 137 1,043,411 106.2 96.2

十 島 村� 0 0 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0

三 島 村� 0 0 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0

鹿 児 島 郡 計� 0 0 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0

さ つ ま 町� 6 87,500 29 324,000 110.5 353 2,491,136 94.5 1.2 0 0 ―� 0.0

薩 摩 郡 計� 6 87,500 29 324,000 110.5 353 2,491,136 94.5 1.2 0 0 ―� 0.0

長 島 町� 4 56,500 12 120,084 91.6 115 734,811 98.4 0.4 0 0 ―� 0.0

出 水 郡 計� 4 56,500 12 120,084 91.6 115 734,811 98.4 0.4 0 0 ―� 0.0

市　　町　　村�

� 市町村別保証状況� （単位：件・千円・％）�

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部�

鹿

児

島

郡�

薩
摩
郡�

出
水
郡�
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龍 郷 町� 1 20,000 5 48,500 82.9 27 226,510 242.5 0.1 0 0 ―� 0.0

徳 之 島 町� 1 4,000 4 38,500 6.4 57 956,105 142.8 0.5 0 0 ―� 0.0

天 城 町� 1 1,500 5 78,000 48.4 24 307,120 209.0 0.2 0 0 ―� 0.0

伊 仙 町� 1 80,000 1 80,000 38.2 23 417,091 153.0 0.2 0 0 ―� 0.0

宇 検 村� 0 0 0 0 ―� 9 251,474 63.4 0.1 0 0 ―� 0.0

喜 界 町� 2 2,700 6 47,700 28.4 30 372,337 180.6 0.2 0 0 ―� 0.0

瀬 戸 内 町� 0 0 4 36,900 20.3 54 475,535 125.0 0.2 2 14,671 ―� 1.4

知 名 町� 0 0 1 3,500 2.6 29 357,718 270.1 0.2 0 0 ―� 0.0

大 和 村� 0 0 0 0 ―� 2 34,129 88.5 0.0 0 0 ―� 0.0

与 論 町� 0 0 3 14,000 13.7 16 163,290 108.1 0.1 0 0 ―� 0.0

和 泊 町� 1 3,500 1 3,500 3.5 21 371,946 227.9 0.2 0 0 ―� 0.0

大 島 郡 計� 7 111,700 30 350,600 19.3 292 3,933,255 148.4 1.9 2 14,671 ―� 1.4

合 計� 611 6,909,170 2,325 26,176,027 69.9 23,956 204,369,546 101.0 100.0 141 1,085,114 104.5 100.0

湧 水 町� 6 48,500 10 155,200 145.0 136 877,438 94.8 0.4 0 0 ―� 0.0

姶 良 郡 計� 6 48,500 10 155,200 145.0 136 877,438 94.8 0.4 0 0 ―� 0.0

大 崎 町� 3 75,000 21 295,000 105.9 150 1,297,987 101.4 0.6 0 0 ―� 0.0

曽 於 郡 計� 3 75,000 21 295,000 105.9 150 1,297,987 101.4 0.6 0 0 ―� 0.0

東 串 良 町� 1 20,000 4 29,000 19.6 55 417,429 99.0 0.2 0 0 ―� 0.0

肝 付 町� 5 33,600 25 243,400 106.5 230 1,777,343 103.2 0.9 1 2,864 17.2 0.3

錦 江 町� 1 10,000 11 56,160 45.3 94 546,016 116.9 0.3 0 0 ―� 0.0

南 大 隅 町� 2 14,000 11 103,000 89.4 104 597,302 101.3 0.3 0 0 ―� 0.0

肝 属 郡 計� 9 77,600 51 431,560 70.1 483 3,338,090 104.3 1.6 1 2,864 ―� 0.3

中 種 子 町� 6 79,000 17 217,300 70.3 153 1,180,486 92.9 0.6 1 24,167 ―� 2.2

南 種 子 町� 3 53,000 12 120,600 60.5 95 798,749 100.9 0.4 0 0 ―� 0.0

屋 久 島 町� 9 112,500 24 326,400 55.8 266 2,339,372 100.5 1.1 0 0 ―� 0.0

熊 毛 郡 計� 18 244,500 53 664,300 60.7 514 4,318,607 98.4 2.1 1 24,167 ―� 2.2

保　　証　　承　　諾�

当　　月　　中�

件数� 金　額�

当月末（22/４～22/７）�

件数� 金　額� 前年比�

保　証　債　務　残　高�

当　　月　　末�

件数� 金　額� 前年比�構成比�

代　　位　　弁　　済�

当月末（22/４～22/７）�

件数� 金　額�前年比�構成比�

市　　町　　村�

（単位：件・千円・％）�

大
　
島
　
郡�

曽
於
郡�

肝
　
属
　
郡�

熊
　
毛
　
郡�

姶
良
郡�
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一 般 保 証�

（ 根 保 証 扱 い ）�

長 期 経 営 資 金�

当 座 貸 越�

事業者カードローン�

開 業 資 金 保 証 ※�

特 別 小 口 保 証�

経 営 安 定 関 連�

小 口 零 細 企 業 保 証�

海 外 投 資 関 係 保 証�

経 営 革 新 関 連 保 証�

中 堅 企 業 特 別 保 証�

特 定 社 債 保 証�

流動資産担保融資保証�

予 約 保 証�

金融環境変化対応資金※�

金融安定サポート※�

協 会 制 度 計�

中小企業振興資金�

小規模企業活力応援資金�

特 別 小 口 資 金�

先端技術・ＩＴ導入資金※�

創 業 支 援 資 金�

新事業チャレンジ資金�

商店街活性化資金�

地球温暖化対策資金�

かごしま産業おこし資金�

緊急災害対策資金�

経済対策特別資金�

共生・協働サポート融資�

経 営 支 援 資 金 ※�

特別経営改善資金※�

同和地区経営安定※�

県 制 度 計�

産 業 振 興 資 金�

短 期 事 業 資 金�

特 別 小 口 資 金�

小規模企業支援資金�

経 営 安 定 化 資 金�

環境配慮促進資金�

災 害 対 策 資 金�

創 業 支 援 資 金�

新事業展開支援資金�

設 備 整 備 資 金 ※�

鹿 児 島 市 制 度 計�

合 　 　 計�

県
　
　
　
　
　
　
　
　
制
　
　
　
　
　
　
　
　
度�

鹿
　
児
　
島
　
市
　
制
　
度�

保　　証　　承　　諾�

当　　月　　中�

件数� 金　額� 前年比�

当月末（22/４～22/７）�

件数� 金　額� 前年比�

保　証　債　務　残　高�

当　　月　　末�

件数� 金　額� 前年比�構成比�

代　　位　　弁　　済�

当月末（22/４～22/７）�

件数�金　額�前年比�構成比�

保　証　種　類�

70 898,700 77.7 242 3,834,880 96.4 3,029 30,470,111 96.0 14.9 18 143,163 43.4 13.2

0 0 ―� 2 8,000 100.0 6 62,000 131.9 0.0 0 0 ―� 0.0

0 0 ―� 0 0 ―� 16 288,064 79.1 0.1 0 0 ―� 0.0

19 358,000 78.7 69 1,244,000 90.8 576 14,523,518 87.2 7.1 1 14,063 215.9 1.3

22 93,000 95.9 106 485,500 127.4 874 3,727,293 87.6 1.8 1 5,060 42.6 0.5

創 業 関 連 保 証� 0 0 ―� 0 0 ―� 3 4,879 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0

0 0 ―� 0 0 ―� 1 1,672 68.5 0.0 0 0 ―� 0.0

0 0 ―� 0 0 ―� 1 43 17.8 0.0 0 0 ―� 0.0

0 0 ―� 0 0 ―� 197 3,108,132 65.8 1.5 1 18,346 94.3 1.7

0 0 ―� 0 0 ―� 17 30,510 67.3 0.0 0 0 ―� 0.0

0 0 ―� 0 0 ―� 1 20,354 99.0 0.0 0 0 ―� 0.0

景 気 対 応 緊 急 保 証� 55 1,396,600 48.8 241 6,024,477 47.3 2,332 51,007,702 117.5 25.0 24 353,020 204.4 32.5

0 0 ―� 1 25,000 ―� 10 203,159 92.3 0.1 0 0 ―� 0.0

0 0 ―� 0 0 ―� 0 0 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0

0 0 ―� 0 0 ―� 9 764,400 140.3 0.4 0 0 ―� 0.0

2 24,000 30.6 4 133,600 56.6 24 897,948 86.3 0.5 0 0 ―� 0.0

0 0 ―� 0 0 ―� 1 17,662 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0

0 0 ―� 0 0 ―� 65 330,924 75.1 0.2 1 2,467 88.5 0.2

0 0 ―� 0 0 ―� 1 3,175 95.9 0.0 0 0 ―� 0.0

168 2,770,300 59.6 663 11,747,457 62.8 7,157 105,399,547 101.9 51.6 46 536,118 97.5 49.4

186 1,967,220 166.6 679 6,802,072 140.6 6,365 36,942,605 92.0 18.1 37 234,363 77.4 21.6

4 9,100 15.6 31 90,538 58.3 345 733,929 82.3 0.4 5 14,269 368.6 1.3

0 0 ―� 0 0 ―� 42 48,363 56.7 0.0 1 1,417 ―� 0.1

0 0 ―� 0 0 ―� 4 78,810 74.7 0.0 0 0 ―� 0.0

10 37,500 48.9 42 198,400 95.8 514 1,671,136 99.6 0.8 5 23,244 100.9 2.1

1 1,000 5.0 7 65,300 113.6 133 1,000,173 74.2 0.5 2 40,289 ―� 3.7

0 0 ―� 0 0 ―� 4 27,836 61.2 0.0 0 0 ―� 0.0

0 0 ―� 1 15,000 ―� 5 48,498 76.1 0.0 0 0 ―� 0.0

0 0 ―� 0 0 ―� 5 98,792 120.8 0.0 0 0 ―� 0.0

0 0 ―� 0 0 ―� 84 283,646 72.8 0.1 0 0 ―� 0.0

85 684,000 51.1 268 1,996,100 34.0 2,733 18,268,421 124.7 8.9 7 38,952 264.1 3.6

セーフティネット対応資金� 0 0 ―� 3 40,000 100.0 111 884,204 68.1 0.4 1 4,083 33.5 0.4

離職者緊急雇用確保資金※� 0 0 ―� 0 0 ―� 3 30,479 82.5 0.0 0 0 ―� 0.0

緊急経営対策資金� 0 0 ―� 0 0 ―� 45 439,197 85.6 0.2 1 4,961 42.8 0.5

0 0 ―� 0 0 ―� 2 2,275 78.7 0.0 0 0 ―� 0.0

観光かごしまよかとこ資金� 0 0 ―� 1 15,000 ―� 1 14,500 ―� 0.0 0 0 ―� 0.0

0 0 ―� 0 0 ―� 11 4,030 23.0 0.0 1 1,094 ―� 0.1

0 0 ―� 0 0 ―� 1 5,160 75.0 0.0 0 0 ―� 0.0

0 0 ―� 0 0 ―� 6 4,241 53.1 0.0 0 0 ―� 0.0

286 2,698,820 99.3 1,032 9,222,410 81.9 10,414 60,586,294 98.7 29.6 60 362,670 98.5 33.4

86 890,150 140.7 322 2,881,985 148.7 3,468 17,586,765 94.7 8.6 17 81,120 95.2 7.5

3 12,000 240.0 13 47,800 487.8 22 67,735 477.0 0.0 0 0 ―� 0.0

0 0 ―� 3 9,000 63.4 73 124,648 75.2 0.1 1 2,407 ―� 0.2

9 37,500 71.7 39 111,570 81.4 386 949,928 85.2 0.5 1 1,890 20.8 0.2

56 494,400 37.0 230 2,059,945 38.9 2,255 19,056,054 112.0 9.3 13 91,663 430.9 8.4

0 0 ―� 0 0 ―� 5 47,320 66.3 0.0 0 0 ―� 0.0

0 0 ―� 0 0 ―� 1 202 31.9 0.0 0 0 ―� 0.0

3 6,000 22.6 20 78,860 112.7 140 430,587 136.3 0.2 2 6,968 139.2 0.6

0 0 ―� 3 17,000 68.0 29 98,673 107.7 0.0 1 2,279 ―� 0.2

0 0 ―� 0 0 ―� 6 21,794 36.6 0.0 0 0 ―� 0.0

157 1,440,050 70.2 630 5,206,160 69.4 6,385 38,383,705 102.6 18.8 35 186,326 154.6 17.2

611 6,909,170 73.4 2,325 26,176,027 69.9 23,956 204,369,546 101.0 100.0 141 1,085,114 104.5 100.0

� 保証種類別保証状況� （単位：件・千円・％）�

注1）※印の保証制度については，現在，お取り扱いしていません。　注2）個々の金額の合計及び構成比の数字は，四捨五入しているため，一致しない場合があります。�
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製 造 業�

保　　証　　承　　諾�

当　　月　　中�

件数�

68

金　額�

964,100

前年比�

60.4

当月末（22/４～22/７）�

件数�

268

金　額�

3,802,456

前年比�

62.3

保　証　債　務　残　高�

当　　月　　末�

件数�

3,113

金　額�

32,674,534

前年比�

99.7

構成比�

16.0

代　　位　　弁　　済�

当月末（22/４～22/７）�

件数�

6

金　額�

46,593

前年比�

25.2

構成比�

4.3

建 設 業� 180 2,094,750 84.3 653 7,858,505 75.2 6,387 56,403,155 99.2 27.6 49 389,397 116.3 35.9

卸 売 業� 62 801,100 79.6 217 3,484,900 68.4 2,123 26,992,838 105.6 13.2 12 39,022 79.0 3.6

小 売 業� 163 1,353,220 76.2 657 5,615,341 74.4 6,611 42,982,450 100.9 21.0 56 476,138 158.2 43.9

運 送 倉 庫 業� 19 349,000 49.9 83 1,377,000 79.7 830 10,391,726 103.1 5.1 2 34,663 1374.3 3.2

サ ー ビ ス 業� 105 1,239,500 75.0 374 3,446,175 62.3 4,068 28,156,983 100.5 13.8 10 57,672 62.0 5.3

不 動 産 業� 8 83,900 53.2 51 504,200 69.6 592 5,127,741 109.0 2.5 3 14,294 19.7 1.3

そ の 他 の 産 業� 6 23,600 50.3 22 87,450 32.1 232 1,640,119 96.9 0.8 3 27,334 3377.6 2.5

合 計� 611 6,909,170 73.4 2,325 26,176,027 69.9 23,956 204,369,546 101.0 100.0 141 1,085,114 104.5 100.0

業　　　　種�

� 業種別保証状況� （単位：件・千円・％）�

１００万円以下�

当　　月　　中�

件　数�
30

金　　　額�
28,100

当　　月　　末（22/４～22/７）�
保　　証　　承　　諾�

件　数�
122

金　　　額�
110,920

前年比�
60.1

構成比�
0.4

２００万円以下� 49 91,300 226 414,190 59.0 1.6
３００万円以下� 90 256,270 309 877,956 73.8 3.4
５００万円以下� 107 485,480 466 2,123,224 73.8 8.1

１，０００万円以下� 144 1,190,320 534 4,414,940 72.8 16.9
１，５００万円以下� 56 765,100 173 2,378,320 68.2 9.1
２，０００万円以下� 54 1,037,600 180 3,432,500 64.9 13.1
３，０００万円以下� 42 1,138,500 172 4,718,600 74.0 18.0
５，０００万円以下� 31 1,382,500 93 4,040,877 72.8 15.4
８，０００万円以下� 8 534,000 46 3,260,500 65.6 12.4

１億円以下� 0 0 3 284,000 42.8 1.1
２億円以下� 0 0 1 120,000 ―� 0.5
３億円以下� 0 0 0 0 ―� 0.0
３ 億 円 超� 0 0 0 0 ―� 0.0

合 計 �611 6,909,170 2,325 26,176,027 69.9 100.0
１件当平均保証金額� 11,308 11,259 99.7

金　　　　　　額�

� 金額別保証状況� （単位：件・千円・％）�

３か月以下�

当　　月　　中�

件　数�
10

金　　　額�
52,900

当　　月　　末（22/４～22/７）�
保　　証　　承　　諾�

件　数�
23

金　　　額�
113,400

前年比�
82.2

構成比�
0.4

６か月以下� 15 168,200 59 674,200 102.3 2.6
１年以下� 19 291,300 63 1,086,860 105.2 4.2
２年以下� 45 457,000 189 1,800,750 102.6 6.9
３年以下� 29 176,200 109 449,230 79.8 1.7
４年以下� 12 47,100 34 147,620 112.9 0.6
５年以下� 141 995,580 552 3,836,679 73.1 14.7
７年以下� 276 3,186,890 1,018 11,607,711 71.1 44.3
１０年以下� 57 1,334,000 259 5,861,577 54.6 22.4
１０年超� 7 200,000 19 598,000 68.9 2.3

合 計 �611 6,909,170 2,325 26,176,027 69.9 100.0
１件当平均保証期間（か月）� 59.9 66.9 60.5 67.9 ―� ―�

期　　　　　　間�

� 期間別保証状況� （単位：件・千円・％）�
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� 新規・継続別保証状況� （単位：件・千円・％）�

� 担保・無担保別保証状況� （単位：件・千円・％）�

� 事故原因別代位弁済状況� （単位：件・千円・％）�

新　　　　規�

継　　　　続�

合 　 　 　 　 計 �

当　　月　　中�
件　数�

611

金　　　額�

6,909,170

当　　月　　末（22/４～22/７）�
保　　証　　承　　諾�

件　数�

2,325

金　　　額�

26,176,027

前年比�

69.9

構成比�

100.0

91 473,100 341 1,792,420 44.6 6.8

520 6,436,070 1,984 24,383,607 72.9 93.2

区　　　　　分�

不　　動　　産�

そ　　の　　他�

担
　
保�

無　　担　　保�

合 　 　 　 　 　 計 �

517

611

5,545,970

6,909,170

1,987

2,325

20,069,250

26,176,027

65.7

69.9

76.7

92 1,339,200 334 5,973,177 90.3 22.8

2 24,000 4 133,600 56.6 0.5

100.0

区　　　　　分�

売上・受注の減少�

競 争 激 化 �

取 引 先 の 倒 産 �

回 収 困 難 �

事業拡張設備投資過多�

金 融 困 難 �

経営管理の放漫�

災害・事故・その他�

保 証 人 事 故 � 3 9,609 3.3 8 20,959 1.9

23 152,232 51.9 83 578,517 53.3

9 61,185 20.9 27 328,864 30.3

0 0 0.0 0 0 0.0

2 59,573 20.3 3 60,142 5.5

0 0 0.0 4 49,989 4.6

0 0 0.0 1 1,108 0.1

3 4,402 1.5 4 16,254 1.5

1 1,940 0.7 7 12,930

33.5

176.2

99.8

0.0

168.9

0.0

2.0

19.4

11.9 1.2

不 明 �

合 計 �43 293,145 100.0 141 1,085,114 100.0

2 4,203 1.4 4 16,352

104.5

963.4 1.5

区　　　　分�

運 転 資 金�

当　　月　　中�

件　数�
492

金　　　額�
5,839,240

当　　月　　末（22/４～22/７）�
保　　証　　承　　諾�

件　数�
1,835

金　　　額�
22,209,899

前年比�
67.4

構成比�
84.8

設 備 資 金� 49 486,730 203 1,590,358 69.6 6.1
運 転 ・設 備 資 金� 70 583,200 287 2,375,770 106.3 9.1
合 計 �611 6,909,170 2,325 26,176,027 69.9 100.0

使　　　　　　途�

� 資金使途別保証状況� （単位：件・千円・％）�

当　　月　　中�
件　数� 金　　　額�

当　　月　　末（22/４～22/７）�
保　　証　　承　　諾�

件　数� 金　　　額� 前年比� 構成比�

当　　月　　中�
件　数� 金　　　額�

当　　月　　末（22/４～22/７）�
代　　位　　弁　　済�

件　数� 金　　　額� 前年比� 構成比�構成比�



【Ⅰ　経営方針】�

1　業務環境�
�
１）鹿児島県の経済動向�

　最近の鹿児島県の経済動向をみると，主要ホテル・旅
館の宿泊客数は堅調に推移しているものの，乗用車販売，
百貨店・スーパーの販売額は減少しており，個人消費は，
全体として弱めの動きとなっている。�
　建設関連では，新設住宅着工は持ち直しつつあるが，
公共工事の低迷が続いていることから，全体としては低
調となっている。�
　生産活動においては，焼酎製造を除く食料品工業や電
子部品関連が低調に推移しており，設備投資についても
減少傾向にあるなど，全体としては弱めの動きとなって
いる。�
　また，労働需給は，新規求人数が減少し，緩和してい
ることから，雇用情勢は悪化している。�
　このように，県内経済は，全体としては，弱まってき
ている状態にある。�
　今後の経済動向については，今後予定される鹿児島・
台北線の定期航路開設による観光産業等への効果が期待
されるものの，個人消費の大幅な増加や建設関連の回復
を見込めず，生産活動も弱含みで推移するものと見込ま
れることから，厳しい状況が持続するものと見込まれる。�
�

２）中小企業を取り巻く環境�
　鹿児島県内の経済は，全体としては弱まってきている
とされているが，県内中小企業の景況については，業種
間にばらつきがあるほか，勢いの感じられない個人消費，
公共工事の減少，雇用環境の悪化等により，先行きが懸
念されるなど，依然として，楽観視できない状況で推移
している。�
　一方，金融面からみると，資金繰り悪化等に伴う資金
需要が旺盛であるものの，製造業を中心に設備機械等の
更新や生産・販売能力増強のための設備投資が減少傾向

にあるなど，資金需要は低調である。�
　今後の中小企業を取り巻く環境は，個人消費の低迷，
公共工事の減少，雇用環境の悪化，設備投資の減少等に
より，大幅な改善は期待できず，今後も，厳しい状況が
持続するものと見込まれる。�
�

2　業務運営方針�
�
　このような県内の経済動向や中小企業を取り巻く厳し
い環境の中にあって，平成21年度の業務運営は，平成
20年末に創設された緊急保証の影響により，保証承諾は，
年度前半については，前年を上回るものの，全体としては，
平成20年度を下回るものと見込まれ，また，代位弁済
については，企業倒産件数の増加や緊急保証制度の推進
等による代位弁済率の悪化が見込まれるほか，回収につ
いても，有担保保証の減少や第三者保証人の非徴求の影
響による回収率の低下が見込まれるなど，厳しい状況に
なるものと見込まれる。�
　平成21年度は，第２次中期事業計画の基本方針のも
とに，これら本協会を巡る厳しい環境に対応して，平成
20年度に引き続き，リスク考慮型保証料率体系の円滑
な実施，中小企業者に対する経営支援・再生支援の充実，
国・地方公共団体の施策に即応した政策保証等の促進，
金融機関との責任共有制度の適正な運用，期中管理の徹
底による代位弁済の抑制，求償権の回収促進等に積極的
に取り組むこととする。�
　さらに，本協会の財政基盤の充実・強化，中小企業者
の利便性の向上対策の推進，業務運営に関する外部評価
制度による透明性の確保，コンプライアンス態勢の充実・
強化，個人情報の適正な管理等に努める。�
　加えて，保証業務に係る審査及び企画機能の充実・強
化のための体制を整備する。�

はじめに�
�
　本協会は，業務運営に関する経営方針や取り組むべき重点課題を明確にするとともに，その解消方策を着実に実施すること
によって，適切な業務運営を確保するため，平成21年4月に策定した第2次中期事業計画（平成21年度～平成23年度）｣の
基本方針のもとに，平成21年4月，｢平成21年度経営計画｣を策定し，信用保証協会法第35条第1項に基づき国に報告を行い，
これら計画の着実な推進に努めてきました。�
　また，本協会における経営の透明性の一層の向上と対外的な説明責任を果たすために，これら計画の本協会による自己評価
を行い，弁護士，公認会計士及び学識経験者で構成する ｢外部評価委員会｣（｢別紙１｣参照）の意見・助言を受けたうえで，そ
の評価結果を公表することとしています。�
　このため，本協会は，上半期に中間的な評価を行うとともに，平成22年6月，本協会の関係職員で構成する ｢計画等自己
評価委員会｣（｢別紙2｣ 参照）において協議・検討を重ね，｢平成21年度経営計画の評価（案）｣を作成しました。�
　この ｢平成21年度経営計画の評価（案）｣について，｢外部評価委員会｣による意見・助言を踏まえて，調整・修正し，次の
とおり ｢平成21年度経営計画の評価｣を取りまとめたところであります。�
　今後，この評価による成果を十分活かして，本協会の適切な業務運営の確保と運営規律の強化に努めて参る所存であります。�
　なお，｢外部評価委員会｣の委員各位におかれましては，｢平成21年度経営計画の評価（案）｣について，ご多忙の中，熱心に
審議・検討していただき，貴重なご意見・ご助言を賜りましたことに対し，ここに，厚く御礼を申し上げます。�

�
　　平成22年7月30日　　 �
鹿児島県信用保証協会　�
会長　仮　屋　基　美�

　平成21年度経営計画においては，経営方針について，次のとおり業務環境と業務運営方針を記述しているが，県内の経済
動向と中小企業を取り巻く環境は，世界同時不況の影響を受けるなど，依然厳しい状況が続いており，引き続き国の景気対策
として実施された緊急保証など政策保証の推進に注力することとなったが，全体としては，概ね業務運営方針に沿った運営が
推進された。�

平成21年度経営計画の評価�
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　本協会の適切な業務運営の確保を目的として，部門別に抽出した重点課題に係る課題解消のための方策実施の状況について，
次のとおり自己評価を行った。�
　なお，自己評価の基準となる達成度については，別紙３に記載のとおり，Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５段階とし，Ａ～高い，Ｂ
～やや高い，Ｃ～普通，Ｄ～やや低い，Ｅ～低いとした。（以下，５～７について，同じ）�

【Ⅱ　平成21年度経営計画の各部門別評価項目に係る自己評価 】�

1　保証部門�

課題解消のための方策�

方策の項目�

　金融機関別審査担当方式から地区別審査担当方式
（４グループ制）への変更，審査担当職員の増員と
適正配置等により，保証審査体制の充実を図る。�
　また，流動資産担保融資保証や特定社債保証，ベ
ンチャー関連保証など高度な知識やノウハウを必要
とする保証制度については，あらかじめ指定した職
員が審査担当し，事務の適正化を図る。�

評価項目の自己評価�

　地区別審査担当方式（４グループ制）の導入により，中小企業者の保証審査を同一グループが継続して担当することとなり，事業内容等の把握が迅速かつ
的確に出来るようになった。また，グループ内の職員で代替作業が可能となり，事務の効率化が図られた。�
　流動資産担保融資保証や特定社債保証等については，職員を指定した対応を行ったことから，グループ内での役割分担が明確となり，審査処理の適正化及
び効率化を図ることが出来た。�
�

実施状況�

　平成21年度の組織改正により，従来の金融機関別審査担当方式から地区別審査
担当方式（４グループ制）に変更した。�
　また，審査担当者を２名増員し，１グループ４名体制ととし，保証審査体制の充
実を図った。�
　流動資産担保融資保証や特定社債保証などの専門的な知識や特別な事務処理を必
要とする保証については，各グループ２名の職員を審査担当者として指定し対応した。�
�

達成度�

Ａ�

（１）保証審査体制の充実�
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総合判定�

Ａ�

課題解消のための方策�

方策の項目�

　保証部に保証審査事務を担当する審査担当次長を
置き，２名次長体制とし，総括次長が保証業務に係
る企画立案事務に注力できる体制とする。�
　保証業務改革推進プロジェクトチームを中心として，
保証承諾促進対策，保証制度の新商品の開発，企業
訪問実施方法等に関する企画立案，保証業務に係る
規程等の制定・改廃等に関する協議・検討を行うと
ともに，金融機関，商工団体，中小企業者の訪問，
機関誌による保証制度の広報等を積極的に実施し，
保証利用の促進を図る。�

評価項目の自己評価�

 平成21年4月1日，組織体制の見直しにより２名次長制を取り入れたことにより，保証業務に係る企画立案機能の強化と保証事務の効率化・迅速化が図
られた。�
 プロジェクトチームにおいては，保証部長からの指示事項について，概ね，年度中に実施し，成果を収めることが出来た。�

実施状況�

　平成21年4月1日，保証業務に係る企画立案機能の強化と保証事務の効率化・
迅速化を図るため，２名次長制とした。�
　プロジェクトチーム（保証部次長以下 ７名）は，月１回の定例会議のほか随時会
議により，協議・検討を行った。�

達成度�

B

（２）保証業務に係る企画機能の充実・強化と保証利用の推進�
総合判定�

B

評価項目�

評価項目�
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課題解消のための方策�

方策の項目�

　当該保証の認定要件や取扱期間等について，金融
機関，商工団体等に対して各種説明会や訪問等により，
周知に努め，その趣旨を踏まえ，迅速で的確かつ積
極的な保証対応に努める。�
　また，一定期間ごとに見直される指定業種等につ
いては，ホームページや保証月報等を活用するなど，
金融機関や中小企業者に対し情報を提供する。�

評価項目の自己評価�

　セーフティネット保証の保証承諾については，件数 3,958件 金額 49,278百万円（前年度比金額 78.6％）となったが，協会制度の中心となる制度で
あり，保証承諾の52.8％を占めた。�
　広報については，機会を捉え積極的に対応し，指定業種の拡大等についても，ホームページや保証月報による情報提供に努めた。�
　次年度まで緊急保証制度の取扱期間が延長されることとなり，同保証の需要は大きいものと見込まれるため，引続き積極的に対応して行きたい。�

実施状況�

　１　保証月報による広報（４回）�
　２　金融機関・商工団体の訪問（５月）�
　３　金融機関本部の訪問（毎月）�
　４　商工会議所・商工会研修（6回）�
　５　地方公共団体研修（１回）�
　６　ホームページによる広報（４回）�
　７　Ｅメールによる広報（２回）�
　８　南日本新聞による広報（２回）�
　９　金融制度説明会・相談会（２回）�

達成度�

B

（３）セーフティネット保証の推進�
総合判定�

A

課題解消のための方策�

方策の項目�

　当該保証制度の保証要件や利便性について，中小
企業者や金融機関へＰＲするとともに，売掛債権及
び棚卸資産の多い企業のリストアップ等を行い，企
業訪問等により，利用促進を図る。�

評価項目の自己評価�

　年度当初より，金融機関を訪問し，制度説明及び保証推進を行ってきたものの，対抗要件取得のための第三債務者への通知等に対する風評への懸念や事務
の煩雑さ等があり，保証申込は伸び悩んだ。�
　平成21年度の実績は，件数 22件　金額706百万円（前年度比金額　85.2％）となった。�
　今後も引き続き，資金ニーズに合わせた企業開拓を図るため，金融機関訪問や研修等を行い，利用促進に努める。�
�

実施状況�

　１　保証月報による広報（２回）�
　２　金融機関の訪問（５月）�
　３　金融機関本部の訪問（毎月）�
　４　ダイレクトメールによる広報（１回）�

達成度�

C

（４）流動資産担保融資保証の推進�
総合判定�

C

課題解消のための方策�

方策の項目�

　中小企業者や金融機関等に対して，適債要件の周
知徹底に努め，金融機関と連携して，既発社債の償
還期限が到来する企業や適債要件に合致する企業を
リストアップし，企業訪問等により，利用促進を図る。�
�

評価項目の自己評価�

　今年度より特定社債の申込人資格要件が一部緩和されたため，保証月報及び金融機関訪問等にて周知に努めた。�
　また，既発社債の償還期限が到来する企業について，リストアップを行い，継続の意向について確認を行った。�
　さらに，適債要件を備える企業をリストアップしたが，該当企業は少なく，企業訪問も1社にとどまった。�
　しかしながら，都市銀行が積極的な取組姿勢を示したため情報交換に努め，保証推進を図った結果，平成21年度の実績は，件数５件　金額360百万円
（前年度比金額　150.0％）となった。�
　ただ，他県の状況を踏まえると，保証残高構成比は低位にあり，更なる保証推進を図る必要がある。�

実施状況�

　１　保証月報による広報（１回）�
　２　金融機関の訪問（５月）�
　３　金融機関本部の訪問（毎月）�
　４　償還期限到来企業のリストアップ�
　５　ダイレクトメールによる広報（１回）�

達成度�

B

（５）特定社債保証の推進�
総合判定�

B

評価項目�

評価項目�

評価項目�
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課題解消のための方策�

方策の項目�

　当該制度の資格要件や利便性について，中小企業
者や金融機関へＰＲし，保証要件に合致する企業を
リストアップし，企業訪問等により，新規利用の推
進を図る。�

評価項目の自己評価�

　当座貸越根保証及び事業者カードローン根保証の資格要件や利便性については，金融機関訪問及び研修等において説明し推進に努めたが，景気対応緊急保
証制度の利用が多く，当座貸越根保証については，保証承諾が件数248件，金額5,206百万円（前年度比金額 77.4％）となった。�
　また，事業者カードローン根保証については，保証承諾 件数347件，金額1,485百万円（前年度比金額 71.0％）となった。�
　資格要件や利便性を考慮した制度改正の検討をしながら，今後も引き続き周知を図るため，金融機関等の訪問研修等を行い，利用促進に努める。�
�

実施状況�

・金融機関・商工団体訪問（5月）�
・金融機関研修（6月 ,8月）�
・商工会議所・商工会研修（6月 ,8月 ,9月 ,10月 ,12月）�
・中小企業者へ制度案内の文書送付�

達成度�

C

（６）当座貸越根保証，事業者カードローン根保証の推進�
総合判定�

C

課題解消のための方策�

方策の項目�

　実地調査や経営者との面談を通して，事業の将来
性や経営手腕等を的確に判断するとともに，事業計
画に対する助言を行う等，きめ細やかに対応する。�
　また，（財）かごしま産業支援センターとの情報
交換や本協会と当該センターとのタイアップした支
援などにより，ベンチャー関連保証や創業関連保証
の利用促進を図る。�
�

評価項目の自己評価�

　ベンチャー関連の保証承諾は，件数23件 金額162百万円（前年度比金額 46.6％）となり減少したが，創業関連の保証承諾は，件数172件 金額
760百万円（前年度比金額 135.5％）となった。�
 平成21年度における県の経営革新に係る承認件数は 52件（前年度比 115.6％）であった。�
　�

実施状況�

　新規開業を中心に，本協会の利用が初めての中小企業者172名と面談を行い，
事業内容の確認，経営計画等のヒアリング，併せて助言も行った。�
　また，鹿児島商工会議所主催の鹿児島創業塾に出席し，創業予定者を対象にした
保証制度の説明を行った。�
 （財）かごしま産業支援センター主催の「中小企業支援機関連携推進会議・鹿児島
県中小企業経営革新支援協議会」に出席し情報交換を行った。 �

達成度�

B

（７）ベンチャー関連保証，創業関連保証の推進�
総合判定�

B

課題解消のための方策�

方策の項目�

　金融機関や中小企業者に対し，保証要件や利便性
等についてＰＲし，利用促進を図る。�

評価項目の自己評価�

　金融機関訪問，金融機関との研修において保証推進を図ってきたが，前年同様，景気対応緊急保証制度の利用が多く，予約保証の申込はなかった。�
　なお，前年度承諾した予約保証１件，20百万円については，本年度融資実行された。�
　保証要件の緩和等，利便性を考慮した制度改正の検討をしながら，今後も引き続き周知を図るため，金融機関の訪問や研修等を行い，利用促進に努める。�

実施状況�

・金融機関訪問（5月）�
・金融機関研修（6月・8月）�
・金融機関本部を訪問（毎月）�

達成度�

C

（８）予約保証の推進�
総合判定�

C

評価項目�

評価項目�

評価項目�



‐14‐�

課題解消のための方策�

方策の項目�

　一括支払契約保証，農商工等連携事業関連保証，
経営承継関連保証，新株予約権引き受けを伴う保証
などの国の政策保証や，かごしま共生・協働サポー
ト融資保証などの地方公共団体の政策保証については，
制度内容の周知徹底，円滑な利用促進等に適切に対
応する。�

評価項目の自己評価�

　かごしま共生・協働サポート融資保証については，3件 7百万円（前年度比金額　175.0％）の実績となった。�
　一括支払契約保証，農商工等連携事業関連保証，経営承継関連保証，新株予約権引き受けを伴う保証については，金融機関訪問，研修等にて推進を図るべ
くＰＲを行ったが，実績に結びつかなかった。�
　今後，平成22年度経営計画に基づき，更なる保証推進に努めることとする。�

実施状況�

・金融機関訪問（5月）�
・金融機関研修（6月・8月）�
・商工会議所・商工会研修（6月 ,8月 ,9月 ,10月 ,12月）�
・金融機関本部を訪問（毎月）�
・（財）かごしま産業支援センター主催の農商工等連携制度の説明会に出席し，情報  �
　交換を行った。�

達成度�

C

（９）その他の国・地方公共団体関係政策保証の推進�
総合判定�

C

課題解消のための方策�

方策の項目�

　連合会主催の信用調査検定プログラムなどの活用
による各種資格の取得促進を図るとともに，連合会
研修への参加やＯＪＴを通じて，中小企業者の財務
状況，成長性，技術力等を的確に評価できる職員を
養成する。�

評価項目の自己評価�

　今年度は，研修基本計画に基づき，延べ12名が研修に参加し，目利き能力の向上を図った。�
　連合会主催の信用保証検定プログラムの資格取得については，4名が合格した。�
　次年度においても，研修基本計画や信用保証検定プログラムの資格取得に積極的に参加し，目利き能力の向上に取組む。�

実施状況�

　今年度は，７名の職員が本協会の推薦する通信講座を受講した。�
　また，ＯＪＴを通じて日常業務の中で目利き能力の向上に努めた。�

達成度�

B

（10）保証審査に関する目利き能力の向上�
総合判定�

A

評価項目�

評価項目�
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課題解消のための方策�

方策の項目�

ア　　本協会ホームページなどにより，中小企業者
に保証要件や各種保証制度の詳細な内容等，必
要な情報を適時・的確に提供するとともに，中
小企業者等からの相談や意見，要望等に迅速な
対応を行うなど利便性の向上を図る。�

�
�
�
�
�
イ　　中小企業者を対象として，保証利用のメリッ
トや主な保証制度の内容，申込手続き等をわか
りやすく説明したパンフレットを作成し，中小
企業関係の各種会議での活用や中小企業団体・県・
市町村機関の窓口等を通じ，配付する。�

�
ウ　　保証制度を充分に利用していない中小企業者
や流動資産担保融資保証の対象企業に対して，
Ｅメールの活用や郵便等により，制度保証創設・
改正の内容，不況業種の指定情報など，効果的
な情報提供に努める。�

�
�
エ　　中小企業者からの要望や苦情等については，
データベース化して情報を共有化し，中小企業
者の利便性の向上に資するよう努める。�

�
オ　　審査体制を金融機関別審査担当方式から地区
別審査担当方式（４グループ制）に改め，信用
保証審査マニュアルの周知徹底により，保証審
査の統一化・平準化を図るとともに，保証審査
時等に中小企業者から徴求する書類の簡素化に
努め，保証審査の迅速化及び効率化を図る。�

評価項目の自己評価�

ア　　ホームページの３月末のアクセス件数については，対前年同期比 100.5％であった。ホームページの相談件数については前年度比 31.4％と減少した。�
　　　次年度以降においては，趣向を凝らしたホームページの掲載を図っていく。�
�
イ　　「信用保証制度のご案内」の配布及び会議等による制度案内を掲載した資料による広報は図れたと思える。�
　　　次年度以降においても，引続き継続していく。�
�
ウ　　保証未利用の企業に対してダイレクトメールを発送，またＥメール登録企業に対して保証制度の案内を発信することにより，保証推進を図ることが出
来た。�

�
エ　　中小企業者からの苦情相談については，苦情・相談に係る体制の整備は図られたものの，前年度比18.2％と少なかった。�
�
オ　　地区別審査担当方式により，統一的で平準化した審査判断の徹底がなされ，保証審査の迅速化及び効率化が図られた。�

実施状況�

ア　　ホームページや機関誌等により，保証要件，各種保証制度の内容，特別相談
窓口の設置などの情報提供を行うとともにホームページアドレスを機関誌やリ
ーフレットに掲載し，ホームページの利用促進を図った。平成22年3月末ま
でのホームページアクセス及びホームページによる中小企業者からの相談件数は，
次のとおり。�

　　【ホームページアクセス】 15,971件　１日平均 47.7件�
　　　　　（21年3月末　15,884件　1日平均　47.4件）�
　　【ホームページ相談】　11件�
　　　　　（平成21年3月末　件数　35件）�
�
イ　　平成21年度版「信用保証制度のご案内」を作成し，金融機関及び関係機関
等ヘ配布した｡�

　　　また，各種会議においては，新制度・推進制度の案内を盛り込んだ資料を作
成し，説明を行った。�

�
�
ウ　　保証未利用の中小企業者 1,997社に対してダイレクトメールを発送した。�
　　また，次のとおりＥメールによる情報発信を行った。�
　・４月～「緊急保証制度，制度資金改正のお知らせ」�
　・７月～「セーフティネット保証について」�
　・10月～「当座貸越根保証，事業者カードローン根保証，予約保証について」�
　・１月～「条件変更対応保証制度，返済緩和の条件変更について」�
�
エ　平成21年度登録件数　　3件�
　　（平成20年度登録件数　　11件）�
　�
�
オ　　平成21年４月１日，組織体制の見直しにより地区別審査担当方式に改め，
審査処理の平準化，統一化を図った。�

　　　また，部内研修及び部内定例会議において審査マニュアルの周知，事例研修
を行うことにより保証審査の統一化を図った。�

　　　徴求書類の簡素化については，事務改善検討委員会を発足し，検討した。�
�

達成度�

ア　B�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

イ　B�
�
�
�
�
�

ウ　B�
�
�
�
�
�
�

エ　B�
�
�
�

オ　B

（11）中小企業者等の利便性向上に向けた取組�
総合判定�

B

課題解消のための方策�

方策の項目�

ア　　保証部の部内研修会や定例部内会議を活用し，
保証審査における基本的な考え方や信用保証審
査マニュアルの周知徹底を図り，統一的で平準
化した審査判断の徹底に努める。�

�
�
イ　　貸付後，短期間で代位弁済となった事故案件
については，「早期代弁事故案件に係る検証分
析実施要領」に基づき，事故に至った原因等を
検証分析し，今後の審査事務にフィードバック
する。�

評価項目の自己評価�

　今年度においては，部内研修会及び定例部内会議を活用し，保証審査における統一的かつ平準化した審査判断の徹底を図ることが出来た。�
　早期代位弁済事故案件については，実施要領に基づき事故に至った原因等を検証分析し，必要に応じ検証結果を審査担当者へフィードバックし，保証審査
にいかせるとともに，審査マニュアルに反映させた。�

実施状況�

ア　　部内研修（年６回）や定例部内会議（毎週月曜日開催）を通じ，保証審査に
おける基本的な考え方やマニュアルの周知を図った。�

�
�
�
�
イ　　「早期代弁事故案件に係る検証分析実施要領」により，45件について検証分

析を行い，特に問題がある6件については対応策を検討し，部内研修等を通じ
職員に周知した。�

達成度�

ア　B�
�
�
�
�
�

イ　A�
�
�

（12）信用リスクの管理態勢の充実・強化�
総合判定�

A

評価項目�

評価項目�
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課題解消のための方策�

方策の項目�

ア　　経営支援及び再生支援については，事故が予
見される企業，事業再生に取り組む求償権先等
について，早期の実態把握に努め，「経営再生
支援対策会議」による経営改善計画や再生計画
の作成支援のほか，中小企業サポートシステム
（ＣＳＳ )，中小企業経営診断システム（ＭＳＳ
)等の有効活用により，これら企業を積極的に
支援する。�

�
イ　　再生支援については，審議役や中小企業診断
士の資格を有する審査担当者と経営再生支援室
との緊密な連携のもとに，対象企業の訪問や面
談等による助言・指導等の支援のほか，県中小
企業再生支援協議会との緊密な連携や再生支援
審査会による審議を通じて，積極的な支援を行う。�

�
�
ウ　　創業・再挑戦に取り組む企業の支援については，
関連情報の収集・分析等に努め，適切に対応する。�

�
エ　　経営・再生支援等に当たっては，金融機関や
商工団体等と緊密な連携を図りながら，効果的
な対策を講じる。�

評価項目の自己評価�

　事故報告先等に対する条件変更については，件数，金額ともに前年度実績を大きく上回った。�
　再生支援部門における求償権消滅保証については，管理部と連携し，対象企業の候補先159企業の現況確認を行ったが，廃業，破産，売上減少等により，
該当する企業がなく実績に繋がらなかった。�
　再生支援部門における再生支援協議会との連携については，新規保証は低調であったが，条件変更は前年度実績を大きく上回った。�
　創業・再挑戦支援部門については，地域力連携拠点の商工会議所より情報収集を行い推進を図ったが実績はなかった。�
　金融機関や商工団体との連携による支援活動については，緊急保証による借り換え等による支援を行い，前年度を上回る実績となった。�

実施状況�

ア　 ( ｱ ) 事故報告のあった企業については，早期実態把握に努め、条件変更等を実
施した。条件変更については，97件 (前期比136.6％)金額917百万円 (
前期比125.1％)と前年度を上回る実績となった。�

　　 ( ｲ ) 求償権先への再生支援については，管理部において毎月，前月に代位弁済
した新規案件のうち営業中の先を抽出し，支援候補先の選定を行った。�

　      さらに，平成21年9月，管理部にて候補先の選定基順，作業手順の説明を
回収担当者に実施した。�

　　 ( ｳ ) CSSは、2企業の再生計画の検証に活用した。�
�
イ　 ( ｱ ) 訪問企業15企業（前期25企業，前期比60.0％）�
　　　 訪問回数16回（前期40回，前期比40.0％）�
　　　 【相談内容】　　　　 新規借入相談1企業　経営相談15企業�
　　 ( ｲ ) 県再生支援協議会との連携�
　　　　新規保証については，9件 (前期比52.9％)166百万円 (前期比36.3％)

の実績であった。�
　　　　条件変更については，93件 ( 前期比290.6％)2,833百万円 ( 前期比

378.2％)の実績となった。�
�
ウ　　地域力連携拠点商工会議所からの情報収集及び県下商工会議所経営指導員研
修会における啓蒙活動を行ったが，実績に繋がらなかった。�

�
�
エ　　平成21年7月と平成22年3月に (財 )かごしま産業支援センター主催の
地域力連携拠点会議と鹿児島県中小企業経営革新支援協議会に出席した。�

　　平成21年8月には，県下商工会議所経営指導員研修会において再生支援業務
の概要と事例に関する研修を実施した。�

　　金融機関との連携においては，新規保証及び借り換えを12件（対前年度比
109.1％）264百万円（対前年度比130.6％）実施した。�

達成度�

ア　B�
�
�
�
�
�
�
�
�

イ　C�
�
�
�
�
�
�
�
�

ウ　C�
�
�
�

エ　B�
�

（２）経営支援，再生支援及び創業・再挑戦支援の推進�
総合判定�

B

課題解消のための方策�

方策の項目�

　保証部所属の中小企業診断士の活用，保証部の事
故報告，条件変更事務等との連携を強化し，効果的
かつ迅速な経営支援，再生支援等を推進するため，
経営再生支援室を総務部から保証部に移管する。�

評価項目の自己評価�

　平成21年4月の組織変更により，経営再生支援室を総務部から保証部へ移管した。同時に保証部所属の中小企業診断士2名を経営再生支援室の兼務者
とし，支援体制の強化を図った。�

実施状況�

( ｱ )　平成21年4月より経営再生支援室を保証部に移管した。�
( ｲ )　平成21年4月より保証部所属の中小企業診断士を経営再生支援室の兼務者�
　　とした。�

達成度�

A

（１）経営支援・再生支援体制の強化�
総合判定�

A
評価項目�

評価項目�
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課題解消のための方策�

方策の項目�

ア　　正常化見込企業に対しては，条件変更や長期
保証への借換えにより，月々の返済額の軽減を
図る。�

�
�
イ　　代位弁済が見込まれる企業に対しては，企業
との面談等を行い，早期に代位弁済手続きに着
手するとともに，債権保全等適切な措置を講じる。�

�
�
�
�
�
ウ　　代位弁済請求書受付から代位弁済履行までの
金融機関等との交渉内容等について，経過記録
簿により，請求案件の経過等を把握し，求償権
の適正な管理と着実な回収促進を図る。�

評価項目の自己評価�

　早期延滞管理リストに基づき延滞管理を行い，期中管理の強化に努めた。�
  21年度の代位弁済実績は，緊急保証制度の対象業種拡大や中小企業金融円滑化法による返済緩和の条件変更の増加等の影響もあり，前年度比△61件の
567件となった。また，手続きの迅速化により，年度末の代位弁済被請求残は前年度比△8件の28件となった。�
　代位弁済係と回収担当者が情報の共有化を図ることにより，適切かつ迅速な代位弁済手続きに努めた。�

実施状況�

ア　　早期延滞管理リストに基づき，３回以上の延滞先の管理を行い，条件変更や
長期保証への借換えによる延滞解消に努めた。�

　　　【条件変更】　件数　　　 1,786件（前年度比 186.0％）　　　　　　　　
　　　　　　　金額　22,798百万円（前年度比 212.5％）�

　　�
イ　　代位弁済予定案件については，回収担当者が，早期に債務者等と折衝し実態
把握を行い，代位弁済手続きの迅速化とスムーズな回収業務への移行に努めた。
また，金融機関との連絡を密に行い，担保の移転や住民票徴求等の必要な債権
保全措置を速やかに講じた。�

　   　平成21年度末　　   　　　  （ 前年度末 ）�
　　　　代位弁済被請求　　559件 （　638件 ）�
　　　　代位弁済　　　　　567件 （   628件 ）�
　　　　代位弁済被請求残　　 28件 （ 　 36件）�
�
ウ　　代位弁済手続きにおいて，金融機関との交渉内容や問題点などを経過記録簿
に記録し進捗管理を行うとともに，代位弁済後は，回収担当者へ遅滞なく引き
継ぎ，求償権回収の早期着手に努めた。�

達成度�

ア　B�
�
�
�
�

イ　B�
�
�
�
�
�
�
�
�

ウ　A�
�

（４）金融機関との連携強化による期中管理（早期実態把握）の強化�
総合判定�

A

課題解消のための方策�

方策の項目�

　大口保証企業，特定社債保証企業，ベンチャー・
創業関連保証企業や経営支援・再生支援企業につい
ては，大口保証企業等に係る保証後経営支援実施要
領に基づき，決算書を毎期徴求することにより，経
営計画の達成状況や財務状況を把握し，必要に応じ，
適切な措置を講じる。�

評価項目の自己評価�

　大口保証企業等に係る保証後経営支援実施要領に基づき，一定の基準に該当する中小企業者の決算書の徴求に努めた。�
　また，経営再生支援室と連携しながら，企業を訪問するなど，適切な措置を講じた。�
�

実施状況�

　大口保証企業等に係る保証後経営支援実施要領に基づいて，一定の基準に該当す
る中小企業者の決算書を徴求した。�
　徴求企業数 229企業　（前年度 155企業）�
　また，決算内容については，ＣＲＤ入力のうえ，業況を確認し，経営再生支援室
と連携を取りながら，企業を訪問する等，経営支援を行った。�
　訪問企業数　15企業　（前年度　25企業）�
　訪問回数　　16企業　（前年度　40企業）�

達成度�

B

（３）大口保証企業等の決算書毎期徴求による事故防止�
総合判定�

B

課題解消のための方策�

方策の項目�

　返済緩和の条件変更等の審査は，期中管理要領に
基づき，保証審査における定量及び定性評価と同様
の審査を踏まえ，経営改善計画や長期収支計画の実
現性・妥当性を検証するなど企業の実態に応じた対
応を行う。�

評価項目の自己評価�

　条件変更については，期中管理要領（平成20年10月１日改正）に基づき，中小企業者の現状を把握するとともに，将来の事業計画・収支見込みを確認し，
適切に対応した。�
�

実施状況�

　期中管理要領に基づき定量・定性評価を行い，事業計画や収支計画の妥当性を検
証したうえで処理している。�
�
　【条件変更】　件数　　　 1,786件（前年度比 186.0％）�
　　　　　　　金額　22,798百万円（前年度比 212.5％）�

達成度�

B

（５）返済緩和の条件変更等の審査の充実�
総合判定�

A

評価項目�

評価項目�

評価項目�
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課題解消のための方策�

方策の項目�

　新規求償権の現況把握に努め，早期に返済交渉や
状況に応じた法的手続き（本訴，支払督促，仮差押，
競売等）を実施することにより，早期回収の促進に
努める。�

評価項目の自己評価�

　新規求償権については，債務者等が代位弁済前に破産及び民事再生等の法的整理の申し立てをするケースも増加しており，回収困難な案件も増えているが，
代位弁済前から債務者等の現状把握に努めるとともに，代位弁済後は速やかに返済交渉を行い早期回収の着手に努めた。また，返済について誠意のない債務
者等については，効果的な法的手続きを実行することにより督促の強化を行った�

実施状況�

　代位弁済予定案件については，回収担当者が代位弁済前に債務者等と折衝を行い
現況把握に努めた。�
　また，代位弁済後も早期に面談し，一括または分割返済の交渉を行い，返済につ
いて誠意のない債務者等に対しては，法的手続きによる請求を行った。�
�
　・21年度代位弁済先567件に対する法的手続状況�
　　　本訴　 　　　 27企業 ( 37件 )�
　　　支払督促 　 　14企業 ( 19件 )�
　　　不動産競売  　20企業 ( 43件 )�
　　　不動産仮差 　   1企業 (  1件 ) �
�
　　　　　 計　 　　62企業 (100件 )

達成度�

B

（１）早期回収の着手（求償権回収の促進）�
総合判定�

B
評価項目�

課題解消のための方策�

方策の項目�

ア　　一括返済が困難な企業については，定期回収
を積極的に推進するとともに，回収が長期にわ
たり滞っている企業については，文書督促や訪
問督促を継続的に行い，現状把握に努め，定期
回収の増加に努める。�

�
�
イ　　既存の定期回収企業については，求償権残高
に対して返済額が僅少な企業や，債務者・特定
の保証人のみが返済している企業に対して積極
的に返済交渉を行うなど回収の増額を図る。�

�
ウ　　定期入金者の利便性を確保するため，コンビ
ニエンスストアを活用した，コンビニエンス求
償権収納システムの早期導入に努める。�

評価項目の自己評価�

　平成21年度の求償権回収は1,366百万円となり，前年度比123.2％，計画比でも130.1％となった。�
　定期回収先からの回収は，求償権の登録管理を別に行った効果もあり，284百万円と前年度比111.1％となった。�
　月平均定期回収額については，20年度21百万円に対し，21年度は24百万円と増加している。これは，定期口から一括回収に繋がったケースがあっ
たことなどが要因となっている。�
　債務者等の高齢化，破産及び民事再生等の法的整理を行う案件や第三者連帯保証人がいない案件の増加などにより，定期回収先数の確保と返済額の増額には，
さらに厳しい回収環境となってきている。�

実施状況�

ア　　5月から10月にかけて，県内22地区で現地訪問を実施し，256件の債務
者等に対し督促を実施した。�

　　5月，8月，11月，1月は鹿児島市内を重点的に185件の現地訪問を実施した。�
　　　また，7月，8月，11月，12月に夜間訪問督促を実施した。�
　　　21年度（総訪問件数 502件）�
　　　20年度（総訪問件数 490件）�
�
イ　　分割返済を約束している定期回収先については，609件の登録管理を別途行い，
遅延先については，督促文書の発送や電話による督促を行った。�

　　また，上記記載の現地督促や夜間督促の中においても返済交渉を行った。�
�
�
ウ　　債務者等の返済金振込の便宜を図るため，平成21年12月から，料金収納
代行業者を選定し，コンビニエンスストアを活用した振込を開始した。�

達成度�

ア　A�
�
�
�
�
�
�

イ　B�
�
�
�
�

ウ　A

（２）定期回収の促進（求償権回収の促進）�
総合判定�

A
評価項目�
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課題解消のための方策�

方策の項目�

ア　　入金管理を徹底し，入金がなかった企業につ
いては，追跡調査を行い善後策を講じる。�

�
�
�
�
�
イ　　残高が少額となっている求償権先や損害金の
みとなっている企業については，一括返済交渉
を積極的に行う。�

�
ウ　　督促強化月間の設定や定期的な夜間督促を実
施し，回収額の増加を図る。�

�
�
�
�
エ　　債務者・連帯保証人の状況に応じた元金・損
害金の減免による一括回収や元金等の一部弁済
による連帯保証人の残債務免除等により，求償
権回収の最大化を図る。�

評価項目の自己評価�

　求償権回収1,366百万円のうち不定期回収は1,082百万円 (構成比79.2％）となり，前年度比126.9％と増加した。内訳は，不動産処分による回収
が808百万円 (前年度比153.7％)，破産配当140百万円 (前年度比142.4％)などとなっている。21年度は，不動産処分からの回収，特に任意処分に
よる回収が好調であった。�

実施状況�

ア　　スポット回収予定先は，毎月回収予定表を作成し，入金管理の徹底と追跡を
実施した。�

　　21年度　登録先178件1,391百万円，回収実績158件�
　  　　　      1,141百万円�
　　20年度　登録先103件873百万円，回収実績98件�
　    　　　      834百万円�
�
イ　　県内22地区での現地訪問督促，鹿児島市内の訪問督促，夜間督促を実施し，
一括返済交渉を積極的に行った。�

�
�
ウ　　5月，8月，11月，1月に鹿児島市内を重点に，185件の現地訪問を実施
した。�

　　　7月，8月，11月，12月には夜間督促を実施した。�
　　　21年度夜間督促　訪問　61件，電話　227件�
　　　20年度夜間督促　訪問　62件，電話　229件�
�
エ　　損害金の減免による完済件数86件（前年度比76.8％）。�
　　　平成20年10月から開始した一部弁済による連帯保証人の免除については，
一定の基準を満たし，かつ長期化している求償権の連帯保証人からの申し出に
対し積極的に取り組み，期末までに件数で12件，金額で約20百万円の回収
実績となった。�

達成度�

ア　A�
�
�
�
�
�
�

イ　A�
�
�
�

ウ　A�
�
�
�
�
�

エ　B

（３）不定期回収の促進（求償権回収の促進）�
総合判定�

A

課題解消のための方策�

方策の項目�

ア　　有担保案件については，現地調査を行い，現況・
評価額等を把握し，任意処分又は競売等効果的
な手段を講じる。�

�
�
�
�
イ　　任意処分や競売に当たっては，金融機関や不
動産業者等に情報を提供し，早期処分に努める。�

　　　また，競売情報を保証月報に掲載し，処分促
進を図る。�

評価項目の自己評価�

　代位弁済後の早期着手に努めるとともに年２回の有担保求償権ヒアリングを行い，現状に即した手段を講じたことにより，不動産処分による回収額は
808百万円，前年度比153.7％の増加となった。内訳として，任意処分による回収は556百万円，前年度比180.8％，競売による回収は252百万円，
前年度比115.5％といずれも増加した。�
　また，保証月報に競売情報を前年度より多く掲載し情報の提供に努めた。�

実施状況�

ア　　5・10月に有担保求償権について，回収方針ヒアリングを実施し，任意処分，
競売等の方針を分類して，効果的な手段を講じた。�

　　　21年度（10月末　有担保求償権ヒアリング件数　401件）�
　　　20年度（10月末　有担保求償権ヒアリング件数　399件）�
　　　上記ヒアリングを基に，重点的に追跡管理を行い，物件の再調査及び面談交
渉を行った。�

�
イ　　早期任意処分に努め，保証月報に競売情報を掲載し処分促進を図った。�
　　　21年度（3月末までの月報掲載件数　27件）�
　　　20年度（3月末までの月報掲載件数　19件）�

達成度�

ア　A�
�
�
�
�
�
�

イ　B�
�
�
�

（４）担保物件の処分促進�
総合判定�

A

�

評価項目�

評価項目�



課題解消のための方策�

方策の項目�

ア　　求償権ごとに定めた回収方針で，その手続き
が長期化している案件のうち，随時追跡の必要
のあるものを追跡案件として電算処理システム
に登録するとともに，新たに「追跡案件調書」
を作成し，債務者等の実態把握を充分に行い，
毎月開催する部内会議において回収方針等の善
後策を講ずる。�

�
イ　　追跡案件については，電算処理システムから
毎月出力される「進行管理リスト」に，その旨
を表示するとともに，最終交渉日から１か月以
上経過した案件については，当該リストにアラ
ームを表示することで，債務者等との交渉が長
期間途絶えている案件を把握・管理する。�

�

評価項目の自己評価�

　追跡案件登録企業については，電算登録を行い追跡管理するシステムを構築するとともに，毎月のヒヤリングにおいて，回収方針等について協議し，善後
策を講じるなど適切に対応した。�
　また，不動産処分の長期化などから回収方針の見直しが必要な場合には，法的手続きも含め効果的な回収促進手段を検討し，求償権の適正な管理に努めた。�

実施状況�

ア　　平成21年度は新たに5件を追跡案件として登録し，毎月開催する部内会議
において，「追跡案件調書」によりヒヤリングを行い，回収方針等について協議
し善後策を講じた。�

　　　また，毎月実施する求償権の分類及び進行管理のヒヤリングにおいて，新た
に追跡案件として管理すべき企業がないか確認した。�

�
�
�
イ　　進行管理リストに表示される最新の折衝内容（折衝日時，折衝内容，経過月数）
をもとにヒヤリングを行い，経過月数に応じて新たな回収促進手段を検討し対
応するなど，交渉が長期間途絶えないように努めた。�

達成度�

ア　B�
�
�
�
�
�
�
�

イ　B�
�
�
�

（５）求償権の適正管理�
総合判定�

B

�

課題解消のための方策�

方策の項目�

ア　　無担保求償権等の回収促進のため保証協会債
権回収㈱への委託を増加し，効果的な回収を図る。�

�
�
イ　　債務者等が首都圏や近畿圏へ転出している求
償権については，保証協会債権回収㈱へ委託し，
同社の首都圏営業所や開設が予定されている近
畿圏の営業所を活用し回収促進を図る。�

�
ウ　　保証協会債権回収㈱の営業所相互間による回
収が可能となった場合は業務区域外求償権を新
たに委託し，回収を図る。�

評価項目の自己評価�

　保証協会債権回収(株 )への新規委託については，離島地区を除き，無担保扱いの定期・不定期入金先を中心に年間計画どおり200件 (前年度比133.3％
)を委託した。�
　また，保証協会債権回収（株）における回収は，131百万円 (前年度比93.1％)であり，この結果，期末の委託残高は1,914件 (前年度比106.5％），
8,227百万円(前年度比108.7％)となり，年度当初より116件，658百万円の増加となった。�

実施状況�

ア　　年間計画（200件）に基づき，5月に100件，8月に50件，11月に50
件を新規に委託した。�

　　　新規に委託した金額は941百万円（前年度508百万円）であった。�
�
イ　　回収の効率化を図るため，債務者等が首都圏や近畿圏に転出している求償権
のうち，委託可能な求償権がないか全求償権の見直しを行った。�

　　　なお，鹿児島営業所から首都圏営業所への新規委託は5件，平成21年4月
に開設した近畿圏営業所への新規委託は19件であった。�

�
ウ　　保証協会債権回収(株 )の営業所相互間による回収業務の委託が，平成21年
10月1日からスタートし，鹿児島営業所からは34件の委託を行い回収の促
進を図った。�

達成度�

ア　B�
�
�
�

イ　B�
�
�
�
�

ウ　B�
�
�
�

（６）保証協会債権回収（株）の有効活用�
総合判定�

B

�

評価項目�

評価項目�
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課題解消のための方策�

方策の項目�

　営業中の求償権先について，訪問による現況把握
や決算書の徴求を行い，事業再生が可能か精査し，
経営再生支援所管部署等と連携して支援の促進に努
める。�

評価項目の自己評価�

　平成21年度は，毎月前月に代位弁済した新規求償権をリストアップし，代位弁済時に営業中の先から求償権消滅保証対象先の選定を行った。�
　しかし，選定先159先の現況確認を行ったものの，廃業・破産，売上減少などにより求償権消滅保証の成立までには至らなかった。�
　今後も引き続き，事業再生の可能性のある企業の実態把握に努めながら，当該保証を活用した円滑な企業の再建を促進していくこととする。�

実施状況�

  毎月，前月に代位弁済した新規求償権をリストアップし代位弁済時に営業中の先
から求償権消滅保証対象先の選定を行った。�

達成度�

C�
�

（７）求償権消滅保証に係る事業再生支援の促進�
総合判定�

C

�

課題解消のための方策�

方策の項目�

　適切な管理事務停止及び求償権整理を促進し，求
償権回収事務の効率化を図る。�

評価項目の自己評価�

　管理事務停止については，毎月実施している時効管理ヒアリング及び7月・１月に実施した全求償権ヒヤリングにより，管理事務停止対象先をリストア
ップしたなかから適時実施した結果，前年度に比べ件数で191.4％，金額で343.8％と大幅な増となった。�
　求償権整理については，平成21年11月に357百万円実施した。�

実施状況�

管理事務停止�
　年間を通じて随時実施�
　　21年度実績　件数　　201件，　金額　1,401百万円�
　　前年度比　　　件数　191.4％，　金額　　　　343.8％�
�
求償権整理�
　　21年度実績　件数　 　32件，　金額　　357百万円　�
　　前年度比　　 件数　103.2％，　金額　　　110.5％　�

達成度�

B�
�

（８）計画的な管理事務停止と求償権整理の実施�
総合判定�

A

�

評価項目�

評価項目�
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4　その他間接部門�

課題解消のための方策�

方策の項目�

　中期事業計画や年度経営計画の策定，各部署間の
横断的な企画立案・総合調整，事務の合理化・効率
化等に関する企画調整機能を充実し，その十分な発
揮に努める。�
　また，本協会の審議役や部長等で構成する「計画
等自己評価委員会」において年度経営計画の自己評
価を行うとともに，公認会計士等で構成する「外部
評価委員会」から，自己評価に係る評価方法，評価
内容等について，意見・助言を受けることとする。�

評価項目の自己評価�

　平成21年度においては，各部署が作成した原案等を，企画調整課が調整のうえ取りまとめた第2次中期事業計画（平成21年度～平成23年度）及び平
成21年度経営計画を主務省に対し報告した。�
　また，7月に開催した外部評価委員会における，評価方法・評価内容等についての意見・助言等を踏まえ，第1次中期事業計画(平成18年度～平成20
年度 )及び平成20年度経営計画に係る自己評価を，計画等の期間終了後期間内の4月以内に取りまとめた。�

実施状況�

　第2次中期事業計画(平成21年度～平成23年度 )及び平成21年度経営計画に
ついては，平成21年3月24日に開催した理事会において承認され，同年4月7
日付けで，金融庁長官及び経済産業大臣に対し報告するとともに，同年4月28日，
九州経済産業局及び鹿児島財務事務所に対し説明を行った。�
　計画等自己評価については，平成21年7月1日，「外部評価委員会」を開催し，
第1次中期事業計画(平成18年度～平成20年度 )及び平成20年度経営計画の実
施状況等に関する本協会の自己評価(案 )について，意見・助言を求めた。�
　同年7月28日，同委員会の委員長から会長に対して，「第1次中期事業計画の
自己評価に係る意見等について」及び「平成20年度経営計画の自己評価に係る意
見等について」の報告を受けた。�
　同年7月31日，外部評価委員会による意見・助言を踏まえ「第1次中期事業計
画(平成18年度～平成20年度）の評価及び「平成20年度経営計画の評価」を取
りまとめた。�

達成度�

B

（１）企画立案や総合調整機能等の充実��

総合判定�

A

課題解消のための方策�

方策の項目�

　リスク考慮型保証料率体系の運用については，今
後も，財務データの入力チェック体制の強化及び保
証料率等再計算検証システムによる検証を実施しそ
の正確性の確保に努める。�
　また，金融機関との適切な責任共有制度については，
負担金計算の基礎データとなる金融機関別の保証債
務残高や代位弁済額及び移転担保処分による回収額
の集計結果を定期的に出力，点検し，正確なデータ
提供に努める。�

評価項目の自己評価�

　平成21年度の保証料違算については，返済方法の入力相違により２件発生したことから，原因を究明するとともに，部内研修にて周知を図った。�
　財務データの入力チェックについては，スタッフ，パート及び審査担当者による二重チェックを行っていることから，保証料算出金額の違算は，発生して
いない。�
　責任共有制度に関する金融機関からの問い合わせ等は，対象者となっている顧客名の確認が殆んどであり，金融機関へ送付したデータの誤りはなく，正確
なデータ提供ができた。�
　また，負担金を試算できるシステムを構築したことから，受領見込額が把握できるようになり，各金融機関に，より正確な情報提供が図られた。�

実施状況�

　保証料率等再計算検証システムによる検証については，保証料率等再計算・検証
事務マニュアルに基づき，６月，９月，12月，３月の計４回実施した。�
　また，裏書譲渡手形等に係る入力データの検証については，４月，５月，６月，
７月，８月，11月，２月の計７回実施した（９月以降については３か月に１回に
変更。）�
　責任共有制度に係る負担金計算の基礎データについては，保証協会システムセン
ター(株 )が作成し，同センターから全国信用保証協会連合会に送付される前に，担
当部署で内容の精査を行うとともに，データの保管を行った。�
　また，本年6月に負担金を試算できるシステムを構築した。�

達成度�

B

（２）リスク考慮型保証料率体系及び金融機関との適切な責任共有制度の円滑な実施�
総合判定�

B

評価項目�

評価項目�
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課題解消のための方策�

方策の項目�

　保証部に，専ら保証審査事務を担当する審査担当
次長を置き，総括次長が企画・立案事務等に注力で
きる体制を構築するとともに，保証審査体制方式を
変更することによって，保証業務に関する企画立案
能力の向上，保証審査事務の効率化及び迅速化を図
ることとする。�
　また，各種職員研修制度の活用のほか，資格取得
等奨励表彰制度により，協会の業務推進に緊密な関
係を有する国家資格の取得等を支援し，職員の資質
向上を図る。�

評価項目の自己評価�

　組織体制の見直しにより，保証業務に係る企画立案事務と保証審査事務について，各担当次長が専念できることとなり，事務の効率化・迅速化が図られた。�
　各種研修会の参加については，年度当初に作成した受講者計画書に基づき，参加することができ，職員の知識，技能の習得と専門知識の高度化が図られた。�
　また，通信教育の受講については，積極的に受講を促した結果，前年に比べ2倍の受講者となった。なお，本年度においての，国家資格の新規取得者は
なかった。�

実施状況�

　平成21年４月，保証業務に係る企画立案機能の強化と保証事務の効率化・迅速
化を図るため，新たに，専ら保証審査事務を担当する審査担当次長を置き，総括次
長が企画立案事務等に注力できる体制を構築した。�
�
　全国信用保証協会連合会が主催する研修会に延べ22名が参加した。また，本協
会が推薦する通信教育に12名が受講した。�
�
　参加した連合会主催の主な研修�
　　・中小企業大学校財務分析研修�
　　・実務合同(法務 )研修�
　　・企業再生支援講座�
　　・信用調査検定プログラム(上級・中級・初級)�
　　・管理者研修(部長・課長補佐)�
　　・人事考課者研修�

達成度�

A

（３）信用保証制度の多様化・高度化等に対応した組織体制の確立及び職員の資質向上�
総合判定�

A

課題解消のための方策�

方策の項目�

　電算処理システムの開発・運用・管理については，
電算業務取扱規程に基づき，適正かつ効率的な運用
を図るとともに，文書管理規程に基づく重要文書等
の受理・処理の適正化，関係部署間の連携強化，電
算関係職員の資質向上対策等に努める。�

評価項目の自己評価�

　共同システムについては，システムセンターから逐次システム説明会や情報提供がなされ，適切な運用が図られた。�
　また，電算システム検討委員会で検討することにより，適正かつ効率的な運用，管理が図られた。�

実施状況�

　関係部署から依頼を受けた電算システムの開発，変更については，毎月開催する
電算システム検討委員会で検討を行い，適正な運用に努めた。�
　また，関係機関から電算システムに影響を及ぼす文書を受理した際は，システム
センター及び関係部署と連携を図り，電算システム検討委員会で検討のうえ迅速な
対応に努めた。�
　電算関係職員の資質向上のため，外部講師による研修を平成21年7月行い，ま
た平成21年10月に全部署において電算システム停止時及び復旧時の対応に係る
模擬訓練を行った。�

達成度�

B

（４）電算処理システムの適正かつ効率的な運用�
総合判定�

A
評価項目�

評価項目�
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課題解消のための方策�

方策の項目�

　本協会は，平成１７年４月，個人情報保護関係の
諸規程等を施行し，個人情報保護の徹底に努め，平
成２０年９月，個人情報関係の規程等の一部見直し
を行ったが，これら諸規程の周知徹底を図るとともに，
個人情報の適正な管理に努める。�
�

評価項目の自己評価�

　平成21年度は，昨年度実施された九州財務局等による検査の指摘等を踏まえ，一部改正した外部委託管理規程や文書管理規程などの個人情報保護関係規
程に基づく事務処理の徹底に努めたことから，個人情報漏えい事案等の発生はなく，個人情報の管理は適正に行われた。�
�

実施状況�

　平成20年度実施された九州財務局等による検査の指摘等を踏まえ，一部改正し
た外部委託管理規程や文書管理規程などの個人情報保護関係規程に基づく事務処理
の徹底に努めた。�
　なお，平成21年7月に実施された内部監査により不備を指摘された個人データ
管理台帳については，平成21年9月1日付けで様式の一部改正を行い，改正後の
様式により各部の同台帳を平成21年10月28日付けで改正した。�
　また，個人情報保護関係規程の周知徹底については，本年度のコンプライアンス
個別研修の目的として設定されており，予定どおり各部・各課等において当該研修
を実施した。�
�

達成度�

A

（５）個人情報の適正な管理�
総合判定�

A

課題解消のための方策�

方策の項目�

　毎年度策定する「コンプライアンス・プログラム」
に基づき，幹部会議や各種研修・啓蒙活動を通じて
役職員の倫理意識及び公共意識の向上，業務上守る
べき法令・諸規程等の適正な運用に努めるとともに，
事務ミス等の事例のデータベース化による情報の共
有化を図り，正確な業務運営に取り組む。�
　また，コンプライアンス浸透のベースとなる定款，
業務方法書，諸規程等の制定，改廃，運用等の適正
化を図るため，法制的視点に基づくチェック機能を
強化するとともに，必要に応じ，弁護士等による法
制的検証を行うなど，コンプライアンス態勢の充実・
強化を図る。�

評価項目の自己評価�

　幹部会議やコンプライアンス各種研修会，毎月のコンプライアンス委員会により，コンプライアンス啓蒙活動に努めた。�
　また，新たに苦情登録，事務ミス等の登録を行ったときは，電子メールで役職員に通知し，情報の共有化に努めた。�
　さらに，定款，業務方法書，諸規程の制定・改廃については，企画調整課による法制的視点に基づくチェック機能の強化が図られ，コンプライアンス態勢
の充実に努めることができた。�

実施状況�

　コンプライアンス・プログラムに基づき，次のとおり，研修を実施した。�
【全体研修】�
　　年４回実施�
【個別研修】�
　　年３回実施�
　　平成18年6月から事務ミス等のデータベースを構築し，職員への周知徹底を
　図っている。平成21年度末現在の登録件数は，次のとおりである。�
【苦情登録】   　　 52件　（21年度　3件）�
【事務ミス登録】　　71件　（21年度　0件）�
�
　定款，業務方法書，諸規程等の制定・改廃については，平成19年4月から企画
調整課において法制チェックを行うとともに，必要に応じて，顧問弁護士によるリ
ーガルチェックを行うこととしている。�

達成度�

A

（６）コンプライアンス態勢の充実・強化�
総合判定�

A

評価項目�

評価項目�
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課題解消のための方策�

方策の項目�

　コンプライアンスマニュアルに基づき，コンプラ
イアンスを実現するための具体的な実践計画として，
具体的な取組，実施時期，主管部署等を定めるコン
プライアンス・プログラムを策定し，その着実な推
進に努める。�
　コンプライアンス・プログラムの策定に当たっては，
コンプライアンス委員会で審議のうえ，常勤役員会
の承認を受けることとする。�

評価項目の自己評価�

　コンプライアンス・マニュアルの規定に基づき策定した，平成21年度コンプライアンス・プログラムに沿って，研修会等を実施するなど，同プログラム
の着実な推進に努めた。�

実施状況�

　平成21年度コンプライアンス・プログラムについては，コンプライアンス・マ
ニュアルの規定に基づき，平成21年2月27日開催のコンプライアンス委員会に
おいて審議し同年3月5日に開催した常勤役員会において承認を受け，同年4月1
日付けで施行した。�
　研修会等について，コンプライアンス・プログラムに基づき，実施している。�

達成度�

A

（７）コンプライアンス・プログラムの策定・推進�
総合判定�

A

課題解消のための方策�

方策の項目�

　コンプライアンス研修・啓蒙活動については，目的・
内容，対象者，講師，実施時期等を具体的に定めた
全体研修，コンプライアンス担当者向け研修及び個
別研修を実施するほか，地域社会に対する貢献活動
を行うなど，コンプライアンスの理解と遵守につい
て認識を高める。 �

評価項目の自己評価�

　平成21年度においては，平成21年度コンプライアンス・プログラムに基づきコンプライアンス研修を実施し，コンプライアンスに対する認識を深める
ことができた。�

実施状況�

　平成21年度コンプライアンス・プログラムに基づき，計画どおり次の研修会等
を実施した。�
�
【全体研修会】�
　・国家公務員倫理規程について（6月：総務部長）�
　・金融検査マニュアル別冊（中小企業融資編）について（9月：九州財務局理財
　　部検査監理官）�
　・反社会的勢力に対する対応等について（11月：鹿児島県暴力追放運動推進セ
　　ンター）�
　・金融に関する知識の習得について（1月：監事）�
�
【コンプライアンス担当者向け研修】�
　・九州財務局等検査並びに新電算システム導入後の状況及び今後の課題について�
　　（5月：常務理事）�
　・平成21年度コンプライアンス統轄研修（３月：専務）�
�
【個別研修等】�
　・各部職員（4月：各部長）�
　・スタッフ，パートタイマー（7月：各課長）�
　・各課職員（9月：各課長）�
　・新規採用者（採用時）�
　・地域清掃（11月）�

達成度�

A

（８）コンプライアンス研修・啓蒙活動の実施�
総合判定�

A

評価項目�

評価項目�
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課題解消のための方策�

方策の項目�

　「反社会的勢力との対応マニュアル」に基づき，
コンプライアンス委員会において認定した，反社会
的勢力をデータベース化し，有事における対応体制
の強化を図る。�

評価項目の自己評価�

　平成20年度に実施された九州財務局等検査の指摘を受け，平成20年10月以降，反社会的勢力のデータベース化を実施しており，有事における対応体
制の強化が図られた。�

実施状況�

　平成20年10月1日付けで一部改正した「反社会的勢力との対応マニュアル」
に基づき，同年10月以降毎月開催するコンプライアンス委員会において，反社会
的勢力の認定を行った。�

達成度�

A

（９）反社会的勢力への対応強化�
総合判定�

A

課題解消のための方策�

方策の項目�

　保証協会を取り巻く環境の変化に適時適切に対応し，
協会業務の適正かつ効率的な運営を図るため，業務
執行状況並びに会計及び財産の処理状況について，
引き続き，的確な内部監査を実施するとともに，内
部監査計画の適時適切な見直し，無通告監査の活用，
国等の検査による指摘事項に係る監査項目の追加・
見直し，監事監査との緊密な連携などにより，的確
かつ効率的な内部監査を実施する。�

評価項目の自己評価�

　平成21年度の内部監査については，計画どおり全ての監査項目について監査を実施した。改善を要する事項については，担当部長から改善策等を文書に
より回答を求め，事務の改善を図った。また，常勤監事との連携を図り，的確かつ効率的な内部監査が実施できた。�

実施状況�

　平成21年度の内部監査計画は，平成20年10月１日付「検査結果通知事項に
対する改善状況等の報告」に基づき，内部監査すべき事項を全て計画に盛り込んだ。�
　本年度は，この内部監査計画に基づく監査を毎月実施した。（実施回数20回）また，
無通告監査を２回実施した。�
　さらに，監事監査事項と内部監査事項については，監査前後に情報交換を行い，
的確で効率的な監査を実施した。４月の決算監査においては，監査委員全員と常勤
監事の事前打合せを行い，的確な監査の実施に努めた。�
　監査結果については，毎回会長に報告し，改善を要する事項等については，担当
部長から文書による回答を求めた。�

達成度�

A

（10）的確かつ効率的な内部監査の実施�
総合判定�

A

評価項目�

評価項目�
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（単位：百万円，％）�

【5　事業計画】�

（1）保証承諾�

（2）保証債務残高
　　�

（3）保証債務平均残高�

（4）代位弁済�

（5）実際回収�

（6）求償権残高�

20年度実績�
A

119,009

188,053

157,965

4,956

1,108

2,470

90,000

196,000

193,000

6,200

1,050

2,525

実績　Ｃ�計画　B

21年度�

93,324

205,692

203,701

4,405

1,366

1,841

対前年度�
実績比�
C/A

78.4

109.4

129.0 

88.9

123.2

74.5

�
達成度�

Ｃ�

Ｃ�

Ｂ�

Ａ�

Ａ�

Ａ�

計画比�
�

C/B

103.7

104.9

105.5

71.0 

130.1

72.9

実績の自己評価�

　平成21年度上期は，計画額を91億円上回る保証承諾であったが，緊急
保証制度の取扱いが落ち着いてきたこともあり，年度末においては，計画額
を33億円上回るに留まった。�

　保証期間の比較的長い緊急保証制度の影響から，保証債務残高は計画額を
上回り，前年度末に比べ，176億円の増加となった。�

　保証債務残高の増加に伴い，保証債務平均残高も増加し，前年度末に比べ，
457億円の増加となり，対前年度実績比では129.0％の伸びとなった。�

　県内中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況であったが，緊急保
証制度の対象業種拡大や中小企業金融円滑化法による返済緩和の条件変更の
増加等の影響もあり，代位弁済額は計画を約18億円下回る実績となった。�

　求償権回収は，前年度比123.2％，計画比130.1％となった。定期回収は前年度比
111.1％，不定期回収は前年度比126.9％といずれも前年度を上回った。手段別では，
任意処分による回収が前年度比180.8％と大きく伸び，任意処分に競売配当を加えた
物件処分による回収が前年度比153.7％(構成比約6割)と不動産処分が好調であった。�

　求償権回収が計画を316百万円上回り，自己償却も前年度より288百万円
増加したことなどから，求償権残高は前年度より629百万円減少し1,841百
万円となった。�

項目�

【6　収支計画】�

（1）　全体�
20年度実績�

A 実績　Ｃ�計画　B

21年度� 対前年度�
実績比�
C/A

計画比�
�

C/B
実績の自己評価�項目�

(1)経常収入�

(2)保証料�

(3)運用資産収入�

(4)責任共有負担金�

(5)その他�

(6)経常支出�

2,596

2,242

305

0

49

2,643

2,268

310

21

44

2,686

2,281

318

24

63

103.5

101.7

104.3

―�

128.6

101.6

100.6

102.6

114.3

143.2

(7)業務費�

(8)借入金利息�

(9)信用保険料�

(10)雑支出�

(11)経常収支差額�

1,701

742

3

926

31

1,841

773

0

1,042

26

1,719

752

0

962

5

101.1

101.3

0.0

103.9

16.1

93.4

97.3

―�

92.3

19.2

(12)経常外収入�

(13)償却求償権回収�

(14)責任準備金戻入�

(15)求償権償却準備金戻入�

(16)求償権補填金戻入�

895

5,421

80

905

842

802

7,192

82

1,155

1,005

966

5,961

62

1,150

953

107.9

110.0

77.5

127.1

113.2

120.4

82.9

75.6

99.6

94.8

(17)その他�

(18)経常外支出�

(19)求償権償却�

(20)責任準備金繰入�

(21)求償権償却準備金繰入�

3,593

0

6,139

4,027

1,150

4,950

0

7,977

5,442

1,223

3,795

0

6,614

4,517

1,257

105.6

―�

107.7

112.2

109.3

76.7

―�

82.9

83.0

102.8

(22)その他�

(23)経常外収支差額�

(24)金融安定化特別基金取崩額�

(25)制度改革促進基金取崩額�

(26)当期収支差額�

953

9

△ 719

20

3

1,297

15

△ 785

31

0

822

19

△ 654

44

0

86.3

211.1

91.0

220.0

―�

63.4

126.7

83.3

141.9

―�

(27)収支差額変動準備金繰入額�

(28)収支差額変動準備金取崩額�

(29)基金準備金繰入額�

(30)基金準備金取崩額�

(31)金融安定化特別基金繰入額�

200

99

0

101

0

48

24

0

24

0

357

178

0 

179

0

178.5

179.8

―�

177.2

―�

743.8

741.7

―�

745.8

―�

(32)基金取崩額�

0 0 0 ―� ―�

�
達成度�

―�

―�

―�

Ａ�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

Ａ�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

Ａ�

―�

―�

―�

―�

―�

0 0 0 ―� ―� ―�

（2）保証料�
　保証債務平均残高は，前年
度比 29.0％増となったが，
保証料率の低い緊急保証制度
保証の構成比が大幅に増加し
たことから，保証料収入は前
年度比1.7％増となった。　
　　�
�
（3）運用資産収入�
　預け金利回りは，前年度よ
り 0.13％減少したが有価証
券利回りの増加により，計画
比2.6％増となった。　　　�
�
（7）業務費�
　事務費等の経費削減に努め
たことから，計画比2.7％減
となった。�
�
(26)当期収支差額�
　保証料の増加に対し，業務
費や保険料の減少により，経
常収支差額は計画比20.4％
増となった。�
　また，代位弁済の減少と回
収の増加により，経常外収支
差額は計画比 16.7％減とな
った。�
　これにより，当期収支差額は，
計画比743.8％と大幅な増と
なった。�
�

（単位：百万円，％）�

平成21年度経営計画における事業計画に対する実績について，次のとおり，自己評価を行った。 �

平成21年度経営計画における収支計画に対する実績のうち，主なものについて，次のとおり自己評価を行った。�
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（2）　特別会計�
20年度実績�

A 実績　Ｃ�計画　B

21年度� 対前年度�
実績比�
C/A

計画比�
�

C/B
項目�

(1)経常収入�

(2)保証料�

22

15

9

5

13

8

59.1

53.3

144.4

160.0

(3)預け金利息�

(4)雑収入�

(5)その他�

(6)経常支出�

(7)業務費�

4

2

1

35

31

2

2

0

31

28

2

1

2

34

31

―�

―�

200.0

97.1

100.0

―�

―�

―�

109.7

110.7

(8)信用保険料�

(9)経常収支差額�

(10)経常外収入�

(11)償却求償権回収�

(12)責任準備金戻入�

4

△ 13

148

9

10

3

△ 22

103

4

6

3

△ 21

147

10

6

75.0

161.5

99.3

111.1

60.0

100.0

95.5

142.7

250.0

100.0

(13)求償権償却準備金戻入�

(14)求償権補填金戻入�

(15)経常外支出�

(16)求償権償却�

(17)責任準備金繰入�

70

58

155

82

6

68

25

112

60

4

66

64

170

126

4

94.3

110.3

109.7

153.7

66.7

97.1

256.0

151.8

210.0

100.0

(18)求償権償却準備金繰入�

(19)経常外収支差額�

(20)当期収支差額�

(21)金融安定化特別基金繰入額�

(22)金融安定化特別基金取崩額�

66

△ 7

△ 20

0

20

48

△ 9

△ 31

0

31

40

△ 23

△ 44

0

44

60.6

328.6

220.0

―�

220.0

83.3

255.6

141.9

―�

141.9

(23)金融安定化特別会計収支差額累計額� △ 681 △ 716 △ 725 106.5 101.3

（単位：百万円，％）�

平成21年度経営計画における財務計画に対する実績のうち，主なものについて，次のとおり自己評価を行った。 �【7　財務計画】�

20年度実績�
A 実績　Ｃ�計画　B

21年度� 対前年度�
実績比�
C/A

計画比�
�

C/B
項　目�

(1)県� 0 0 0 ―� ―�

(2)市　町　村� 0 0 0 ―� ―�

(3)金融機関等� 0 0 0 ―� ―�

(4)合　　　計� 0 0 0 ―� ―�

(5)基金取崩� 0 0 0 ―� ―�

(6)基金準備金繰入� 101 24 179 177.2 745.8

(7)基金準備金取崩� 0 0 0 ―� ―�

(8)金融安定化特別基金繰入� 0 0 0 ―� ―�

(9)金融安定化特別基金取崩� 20 31 44 220.0 141.9

(10)基　　　金� 5,788 5,788 5,788 100.0 100.0

(11)基金準備金� 6,485 6,477 6,664 102.8 102.9

(12)金融安定化特別基金� 1,487 1,452 0 0.0 0.0

(13)合　　　計�

(14)制度改革促進基金造成�

(15)制度改革促進基金取崩�

(16)制度改革促進基金期末残高�

(17)収支差額変動準備金繰入�

(18)収支差額変動準備金取崩�

(19)収支差額変動準備金期末残高�

(20)国からの財政援助�

(21)基金補助金�

(22)地方公共団体からの財政援助�

(23)保証料補給（「保証料」計上分）�

(24)保証料補給（「事務補助金」計上分）�

(25)損失補償補填金�

(26)事務補助金（保証料補給分を除く）�

(27)借入金運用益�

13,761 13,717 12,453 90.5 90.8

73 ―� 28 38.4 ―�

3 ―� 0 ―� ―�

332 333 360 108.4 108.1

99 24 178 179.8 741.7

0 0 0 ―� ―�

3,894 3,885 4,072 104.6 104.8

0 ―� 0 ―� ―�

0 ―� 0 ―� ―�

406 581 412 101.5 70.9

215 201 268 124.7 133.3

0 0 0 ―� ―�

191 380 144 75.4 37.9

0 0 0 ―� ―�

0 0 0 ―� ―�

(28)責任共有負担金� 0 21 24 ―� ―�

（単位：百万円，％）�

金
融
機
関
等
負
担
金�

年
度
中
出
え
ん
金
・�

期
末
基
本
財
産�

実績の自己評価�
�

達成度�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

Ｃ�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

Ａ�

―�

―�

―�

（20）当期収支差額�
　代位弁済が計画より342.3
％上回った。�
　また，回収は計画より
74.4％上回ったが，求償権残
高の増加による求償権償却が，
増加したことにより，当期収
支差額は計画に比べ13百万
円減少した。�

実績の自己評価�

（6）基金準備金繰入�
　当期収支差額が，計画を上回る357百万
円となったことから，計画と比べ155百万
円の繰入額の増加が図られた。�
�

（12）金融安定化特別基金�
（13）期末基本財産合計�
　金融安定化特別会計が，平成21年度決算
をもっての廃止に伴い，期末残高1,443百
万円を全額損失補償金に振り替えたことから，
期末基本財産は，計画より1,264百万円減
少した。�
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【8　経営諸比率】�

20年度実績�
A 実績　Ｃ�計画　B

21年度� 対前年度�
実績増減�
CーA

計画比�
�

CーB
項目�

(1)保証平均料率� 1.42 1.18 1.12 △ 0.30 △ 0.06

(2) 運用資産収入の保証債務平残に対する割合� 0.19 0.16 0.16 △ 0.03 0.00

(3)経費率� 0.49 0.40 0.37 △ 0.12 △ 0.03

(4)（人件費率）� 0.34 0.28 0.27 △ 0.07 △ 0.01

(5)（物件費率）� 0.15 0.12 0.11 △ 0.04 △ 0.01

(6)信用保険料の保証債務平残に対する割合� 0.59 0.54 0.47 △ 0.12 △ 0.07

(7)支払準備資産保有率� 12.23 11.43 11.63 △ 0.60 0.20

(8)固定比率� 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01

(9)基金の基本財産に占める割合� 42.06 42.20 46.48 4.42 4.28

(10)求償権による基本財産固定率�
11.02 11.93 8.18 △ 2.84 △ 3.75

2,470 2,933 1,841 ―� ―�

(11)基本財産実際倍率� 13.67 14.30 16.52 2.85 2.22

(12)代位弁済率� 3.14 2.88 2.16 △ 0.98 △ 0.72

(13)回収率� 5.99 9.42 3.57 △ 2.42 △ 5.85

実績の評価�

（1）保証平均料率�
　保証承諾が，計画比3.7％増に対し，保証
債務平均残高は5.5％増と伸び率が高く，また，
料率の低い緊急保証制度保証の構成比が高く
なり，保証平均料率は計画比0.06ポイント
減となった。　　�
�

（3）経費率�
　事務費等の経費削減に努めたことから，計
画比0.03ポイント減となった。�
�

（12）代位弁済率�
　代位弁済は，ここ2，3年大幅な増加傾向
にあったが，緊急保証の対応や条件変更の増
加による効果で，代位弁済が計画を大きく下
回ったことから，代位弁済率は計画比0.72
ポイント減となった。�

注)　 1 基本財産とは，決算処理後のものとする。�
 2 基本財産固定率欄の下段には，計算根拠となる各年度末ごとの求償権残高の実数（単位：百万円）を記入する。�
 3 算式�

（1）保証平均料率…………………………………………�

（2）運用資産収入の保証債務平残に対する割合………�

（3）経費率…………………………………………………�

（4）人件費率………………………………………………�

（5）物件費率………………………………………………�

（6）信用保険料の保証債務平残に対する割合…………�

（7）支払準備資産保有率…………………………………�

（8）固定比率………………………………………………�

（9）基金の基本財産に占める割合………………………�

（10）求償権による基本財産固定率……………………�

（11）基本財産実際倍率…………………………………�

（12）代位弁済率…………………………………………�

（13）回収率………………………………………………�

保証料収入／保証債務平均残高�

運用資産収入／保証債務平均残高　�

経費【業務費＋雑支出】／保証債務平均残高�

人件費／保証債務平均残高�

物件費【経費－人件費】／保証債務平均残高�

信用保険料／保証債務平均残高�

（流動資産－借入金）／保証債務残高�

事業用不動産／基本財産�

基金／基本財産�

（求償権残高－求償権償却準備金）／基本財産�

保証債務残高／基本財産�

代位弁済額（元利計）／保証債務平均残高�

回収（元本）／（期首求償権＋期中代位弁済（元利計））�

（単位：%，ポイント）�

平成21年度経営計画における経営緒比率に対する実績のうち，主なものについて，次のとおり自己評価を行った。�
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【Ⅲ　自己評価に対する外部評価委員会の意見・助言】�

平成21年度経営計画の自己評価に係る意見等について�
�

　世界的金融危機の影響により大幅に悪化した日本経済であるが，政府の景気対応緊急保証を

始めとする経済政策の推進により，倒産件数は減少傾向にあり，一部で持ち直しの動きが進ん

でいる。�

　しかし，雇用環境に好転が見られず，個人消費の伸び悩みもあり，景気低迷は続き，中小企

業を取り巻く環境は，依然厳しい状況にある。�

　このような状況の中で，鹿児島県信用保証協会は，保証承諾額93,324百万円（計画比

103.7％），代位弁済額4,405百万円（計画比71.0％），実際回収1,366百万円（計画比

130.1％）で推移しており，概ねバランスの取れた業務体制が構築されているものと判断するが，

今後の県内における安定した信用保証業務の継続と，より一層の経営基盤の強化を目指して頂

くために，以下について提言する。�

　保証部門における保証浸透率は前年度より上昇したとは言え，九州及び全国平均と比較すると，

やや見劣りがする。�

　このことについては，今後の当保証協会の存続意義及び経営方針の見直しにも直結すること

であり，慎重に検討を進めなければならないが，基本的な問題解決方法としては，地元金融機

関を中心に連携の強化を図ることと，対顧客対策として，利用しやすい保証制度の創設や相談

会の開催及び企業訪問等により積極的なアプローチを図るなど，新たな需要の掘り起こしや，

保証協会制度に親しめる環境作りに努めることが必要であると考える。�

　また，期中管理部門においては，今後，大幅増加が懸念される事故発生や代位弁済の抑制を

図るため，新設された経営支援部におけるリスケジュールによる再生支援を充実させ，顧客目

線に沿って親身になった,きめ細かい経営相談や経営指導に努めることの重要性が増してきて

いると認識する。�

　今後とも保証部との綿密な連携強化を図るなど，一体化した組織対応により代位弁済抑制に

繋げられるよう強く期待するものである。�

　回収部門については，有担保求償権を主体とした予想以上の回収が図られているが，今後は，

有担保及び第三者保証人付きの求償権が大幅に減少し，無担保求償権へのシフトにより，実際

回収の大幅減少が予想されることから，委託件数の増加による保証協会債権回収(株)を有効活

用した，回収交渉の早期着手による管理の強化が必要であると思われる。�

　その他間接部門については，職員研修，コンプライアンス態勢ともに，それぞれの担当部署

において計画的に実施されており，体制強化が図られているところであり，今後とも，積極的

に役職員の知識及び意識向上に努めていただきたい。�

�

　平成21年度経営計画の実施状況等に関する本協会の自己評価について，平成22年７月５日，「外部評価委

員会」に意見・助言を求めたところ，同年７月30日，同委員会の宮廻甫允委員長から本協会会長に対して，

次のとおり，「平成21年度経営計画の自己評価に係る意見等について」の報告があった。�

（参考）�
　　外部評価委員会委員�
 委員長 宮廻　甫允 鹿児島大学法文学部教授�
 委　員 田畑　恒春 公認会計士�
 委　員 野田　健太郎 弁護士�
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外部評価委員会運営規程�
�

�
（総　則）�
第１条　この規程は，鹿児島県信用保証協会（以下「協会」という。）に設置する外部評価委員会（以下
「委員会」という。）の運営等について，必要な事項を定めるものとする。�
�
（委員会の目的）�
第２条　委員会は，協会の運営規律の強化や透明性の向上を図るため，協会の業務実績等について，客
観的な評価を行うことを目的とする。�
�
（委員会及び委員）�
第３条　委員会は，弁護士，公認会計士等の学識経験を有する者のうちから，協会の会長（以下「会長」
という。）が委嘱した者（以下「委員」という。）をもって，組織する。�
２　委員は３人以上とし，委員会には委員が互選する委員長を置く。�
３　委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。�
４　委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。�
　�
（委員の任期）�
第４条　委員の任期は，２年とする。ただし，欠員が生じた場合における新たな委員の任期は，前任者
の残任期間とする。なお，再任は妨げない。�
�
（召　集）�
第５条　委員会は，会長の要請に基づき，委員長が召集する。ただし，委員長が選ばれるまでは，会長
が召集する。�
２　委員会の召集は，書面で日時及び場所を示し通知して行う。�
３　委員会は，半数以上が出席しなければ開催することはできない。�
�
（審議事項等）�
第６条　委員会は，第２条の目的を達成するため，協会が自ら行った中期事業計画及び年度経営計画に
係る業務実績並びにコンプライアンス体制及び運営状況について，その評価の評価項目，評価方法及
び評価内容等を審議し，意見を付して会長に報告する。�
�
（秘密の保持）�
第７条　委員は，協会の業務実績評価に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。�
�
（報酬等）�
第８条　会長は，委員に対し，別に定めるところにより，報酬及び審議に要した費用を支給することが
できる。�
�
（庶　務）�
第９条　委員会の庶務は，協会の総務部企画調整課において行う。�
�
　　　附　則�
　この規程は，平成１８年１２月　１日から施行する。�
　　　附　則�
　この規程は，平成２０年　６月１８日から施行する。�
�
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中期事業計画及び年度経営計画に係る自己評価実施要領�
�
�
　（総　　則）�
第１条　この要領は，鹿児島県信用保証協会（以下「協会」という。）の中期事業計画及び年度経営計画
（以下「計画等」という。）に係る自己評価の実施について，必要な事項を定めるものとする。�
�
　（自己評価の提出）�
第２条　企画調整課長は，計画等の期間終了後１月以内に，各部長及び調査室長から当該部署に関する
計画等の評価項目に係る自己評価（案）を，中期事業計画の各評価項目に係る自己評価（別記第１号
様式），中期事業計画の事業計画に係る自己評価（別記第２号様式），年度経営計画の各部門別評価項
目に係る自己評価（別記第３号様式）及び年度経営計画の事業計画に係る自己評価（別記第４号様式）
により，提出させるものとする。�
２　企画調整課長は，前項において提出された計画等自己評価（案）を取りまとめのうえ，第３条に規
定する「計画等自己評価委員会」（以下「委員会」という。）の委員長に速やかに提出するものとする。�
３　年度経営計画に係る自己評価は，前２項によるほか，各年度の上半期終了後，当該上半期に係る自
己評価を前２項に準じて処理するものとする。�
�
　（委員会の設置）�
第３条　前条第２項及び第３項の規定に基づき提出された計画等自己評価（案）を協議，検討するため，
協会に委員会を設置する。�
２　委員会の委員は，総務部長，保証部長，経営支援部長，管理部長，総務部次長，保証部次長（総括），
経営支援部次長及び管理部次長，をもって構成し，委員長には総務部長を充てる。�
３　委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。�
４　委員会の会議は，委員長が召集し，会議の議長となる。�
５　委員長は，前条第２項及び第３項の規定に基づき受理した計画等自己評価（案）を，受領後３週間
以内に協議，検討し，別に定める「計画等自己評価（案）に係る達成度判定基準」に基づき達成度の
判定を行ったうえ，常勤役員会に計画等自己評価（案）を提出するものとする。�
　�
　（常勤役員会）�
第４条　常勤役員会は，前条第５項の規定に基づき提出された計画等自己評価（案）について協議，検
討し，計画等自己評価（案）を取りまとめるものとする。�
２　会長は，前項の計画等自己評価（案）を決裁のうえ，計画等の期間終了後４月以内に，外部評価委
員会の意見・助言等を求めることとする。�
　　ただし，第２条第３項に規定する各年度の上半期に係る年度経営計画の自己評価については，この
限りでない。�
�
　（外部評価委員会）�
第５条　外部評価委員会は，「外部評価委員会運営規程」（平成１８年１２月１日制定）第６条の規定に
基づき，計画等に係る業務実績評価の評価項目，評価方法及び評価内容等を審議し，意見を付して会
長に報告するものとする。�
�
　（庶　　務）�
第６条　自己評価の実施に係る庶務は，総務部企画調整課において行う。�
附　則�
　この要領は，平成１９年　４月　１日から施行する。�
　　　附　則�
　この要領は，平成１９年１０月３１日から施行し，平成１９年１０月　１日から適用する。�
　　　附　則�
　この要領は，平成２１年　４月　１日から施行する。�
　　　附　則�
　この要領は，平成２２年　４月　１日から施行する。�
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　中期事業計画及び年度経営計画に係る自己評価実施要領（以下「自己評価実施要領」という。）第３条
第５項の規定に基づき，計画等自己評価(案 )に係る達成度判定基準を次のとおり定める。�
�
１　達成度の評点者�
　計画等自己評価 (案 )の評点者（以下「評点者」という。）は，自己評価実施要領第３条第２項の規定
で定める計画等自己評価委員会（以下「委員会」という。）の委員とする。�
�
２　達成度の評価方法�
　　（１）中期事業計画に係る評価�
　　　ア　取組方針に係る評価�

　取組方針に係る評価項目の評価については，「取組方針の項目」別に（ア）の方法により評価し
たうえで，（イ）により総合判定を行う。�

　　　　（ア）取組方針の項目の評価�
ａ　評点者は，各項目について１００点満点で評価する。�
ｂ　評価の要素は次のとおりとし，各２０点満点で評価する。�
　（ａ）　計画性�
　（ｂ）　積極性�
　（ｃ）　貢献性�
　（ｄ）　創意・工夫性�
　（ｅ）　効率性（経費削減）�
ｃ　上記ｂに基づき評点者が評価した全評点者平均評点（小数点以下は切捨）を算出し，その
平均評点により次のとおり５段階で総合判定を行うこととする。�
　（ａ）平均点９０点以上１００点以下の場合 ・・Ａ（高い）�
　（ｂ）平均点７５点以上９０点未満の場合 ・・・Ｂ（やや高い）�
　（ｃ）平均点５５点以上７５点未満の場合 ・・・Ｃ（普通）�
　（ｄ）平均点４０点以上５５点未満の場合 ・・・Ｄ（やや低い）�
　（ｅ）平均点０点以上４０点未満の場合 ・・・・Ｅ（低い）�

　　　　（イ）評価項目の総合判定�
　上記（ア）の「取組方針の項目」の評価を踏まえ，評価者全員で協議して，Ａ～Ｅの総合判
定を行う。�

�
　　　イ　事業計画に係る評価�
　　　　　事業計画に係る評価項目に関する達成度の評価基準は，次表のとおりとする。�

（ア）　保証承諾　　　　　　　　�
（イ）　保証債務残高　　　　　　�
（ウ）　実際回収�
（エ）　代位弁済�
�
�
�

計画等自己評価〈案〉に係る達成度判定基準�
�

110％以上�

105％以上110％未満�

95％以上105％未満�

90％以上 95％未満�

 90%未満�

①�

②�

③�

④�

⑤�

達成度の評価基準�

評価項目（ア）～（ウ）の判定�

A（高い）�

B（やや高い）�

C（普通）�

D（やや低い）�

E（低い）�

評価項目（エ）の判定�

E（低い）�

D（やや低い）�

C（普通）�

B（やや高い）�

A（高い）�

�
区　分�

計　画　比�
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　　（２）年度経営計画に係る評価�
　　　ア　重点課題解消に係る評価�

　重点課題解消に係る評価項目の評価については，前号アの規定を準用する。この場合において，
準用する前号アに規定する「取組方針の項目」は，「方策の項目」に読み替える。�

�
　　　イ　事業計画に係る評価�

　事業計画に係る評価項目に関する達成度の評価基準については，前号イに定める表を準用する。
この場合において，「評価項目（ア）～（ウ）の判定」は「評価項目（ア）～（カ）の判定」に，「評
価項目（エ）の判定」は「評価項目（キ）及び（ク）の判定」に読み替える。�
（ア）　保証承諾　　　　　　　　　�
（イ）　保証債務残高　　　　　　　�
（ウ）　保証債務平均残高　　　　　　　　　�
（エ）　実際回収　　　　　　　　　�
（オ）　経常収支差額�
（カ）　当期収支差額�
（キ）　代位弁済　�
（ク）　求償権残高�

�
　　　ウ　その他の評価�

　収支計画に係る評価（経常収支差額及び当期収支差額を除く。），財務計画に係る評価及び経営
諸比率に係る評価については，Ａ～Ｅによる達成度の判定は行わないものとし，必要な項目につ
いて，実績評価のコメントを記するものとする。�

　�
３　その他�
　　この基準に定めのない事項は，委員会で定めるものとする。�
�
　　　附　則�
　この基準は，平成１９年１２月　５日から施行し，平成１９年度から適用する。�
　　　附　則�
　この基準は，平成２１年　４月　１日から施行する。�
�
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1　保証相談窓口�
　当協会では，信用保証のご利用に関するご相談をはじめ，制度融資についてのご案内・ご相談や金
融面からの経営相談を常時お受けしています。この相談窓口は，保証部と経営支援部に設けておりま
すので，お気軽にお越しください。�
　なお，おいでいただく際，決算書等の資料をお持ちいただければ，より具体的なご相談に応じるこ
とができます。ぜひご利用ください。�
�
お問い合わせ�

【保　証　部】　電話番号　　　０９９－２２３－０２７１�
　　　　　　　受付時間　　　９：００～１７：１５（土・日曜日及び祝日は除く。）�
【経営支援部】　電話番号　　　０９９－２２３－０２７４�
　　　　　　　受付時間　　　９：００～１７：１５（土・日曜日及び祝日は除く。）�
�

�
2　特別相談窓口�

　当協会では，取引先の倒産，災害，金融機関の破綻などによって経営の安定に支障を来している中
小企業者のために，特別相談窓口を設置し，ご相談をお受けしています。�
　平成22年７月末現在，次の相談窓口を設置しています。この相談窓口は保証部と経営支援部に設
けてありますので，お気軽にご相談ください。�
�
　○新型インフルエンザ関連中小企業金融支援対策�
　○高病原性鳥インフルエンザ関連�
　○北朝鮮制裁措置関連�
　○建築関連中小企業者対策関連�
　○ガソリン・軽油販売関連�
　○事故米転用問題関連�
　○「生活対策」中小企業金融緊急関連�
　○ＳＦＣＧ（旧商工ファンド）関連�
※上記の相談窓口のほか，「責任共有制度に係る相談窓口」「株式会社日本航空等に係る相談窓口」�
　「口蹄疫に関する相談窓口」も設置しています。�
�
お問い合わせ�

【保　証　部】　電話番号　　　０９９－２２３－０２７１�
　　　　　　　受付時間　　　９：００～１７：１５（土・日曜日及び祝日は除く。）�
【経営支援部】　電話番号　　　０９９－２２３－０２７４�
　　　　　　　受付時間　　　９：００～１７：１５（土・日曜日及び祝日は除く。）�

�
�
3　経営再生支援相談窓口�

　当協会では，経営改善や事業再生に関するご相談を常時お受けしています。この相談窓口は，経営
支援部に設けておりますので，お気軽にお越しください。�
　なお，おいでいただく際，決算書等の資料をお持ちいただければ，より具体的なご相談に応じるこ
とができます。ぜひご利用ください。�
�
お問い合わせ�

　電話番号　　　０９９－２２３－０２７４�
　受付時間　　　９：００～１７：１５（土・日曜日及び祝日は除く。）�
�
�

4　苦情相談窓口�
　当協会では，信用保証に関する苦情・質問などのご相談を常時お受けしています。�
お客様の声を真摯に受け止め，まごころをこめて対応いたします。�
お気軽にご意見やご要望などをお寄せください。�
�
お問い合わせ�

　電話番号　　　０９９－２２３－０５３０�
　受付時間　　　９：００～１７：１５（土・日曜日及び祝日は除く。）�
�

【相談窓口のご案内】�


